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午後１時２７分開会 

○西の原ゆま委員長 これより、エリアデザイン調

査特別委員会を開会します。 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 まず初めに、記録署名員の指

名を行います。 

  かねだ委員、川村委員、よろしくお願いします。 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 次に、陳情審査を議題といた

します。 

  ５受理番号２３ 綾瀬小学校内の「わくわくに

こにこ図書の森」を真に地域に開放された場所に

するため旧こども家庭支援センター跡地敷地内に

移設拡充させることを求める陳情を単独議題とい

たします。 

  前回は継続審査であります。 

  また、報告事項① 綾瀬・北綾瀬エリアデザイ

ン（綾瀬ゾーン）の取組の状況についてが本陳情

と関連しておりますので、併せて執行機関から説

明を求めます。 

○都市建設部長 よろしくお願いいたします。 

  報告資料初め２ページでございます。 

  綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（綾瀬ゾーン）の

取組状況についてでございます。 

  初めに、項番の１、駅前通り整備の検討につい

てでございます。こちらにつきましては、将来的

に駅前の道路整備について、どういった方向にす

ればよいかの基礎調査として、道路現況調査を確

認させていただきました。１０月の２４日及び２

５日でございます。 

  調査結果でございますが、やはり、駐車が多い

であったりとか、あと３ページでございます。そ

の結果を踏まえまして、それと同時に、まちづく

り協議会で主な御意見を事前に賜りまして、やは

り自転車の走行空間があったほうがよいといった

様々な御意見をいただいたところです。 

  今後の予定でございますが、今回の調査結果と

過去の交通量調査、また協議会等で御意見を伺い

ながら、駅前通りの整備の方向について決めてま

いります。 

  続いて、項番の２、綾瀬駅西口周辺の歩行環境

でございます。当委員会で逐次御報告申してます

が、今回の場合、実は関係機関であるメトロ及び

ＪＲとお話しまして、こちらの表組みのところの

４でございます。確認しまして、何とか年度内に

撤去の方向性を見極めたいと考えてございます。 

  次に、項番３、綾瀬駅東口歩道橋交差点の改良

等に関する東京都への要望についてでございます。 

こちら関係機関、まちづくり協議会、足立区、ろ

う学校の３者で、４ページに移りますが、要望書

を別添２、１０ページ、１２ページのものを出さ

せていただいたところでございます。要望書の趣

旨としましては、バリアフリーに配慮して改良し

ていただきたいということで、都からの回答が

（３）に書いてございますが、都としても、歩道

橋交差点の改良に向けて検討するというお言葉を

ちょうだいしたところでございます。 

  今後の方針ですが、区としましても、各学校、

地元と連携し、交通管理者である、道路管理者で

ある東京都と取組を協力してまいりますが、事前

に当委員会にきちんと御説明申し上げなくて申し

訳ありませんでした。今後は逐次、当委員会には

御報告させていただきたいと思います。申し訳ご

ざいませんでした。 

  続いて、項番の４でございます。旧こども家庭

支援センター等跡地活用における公募についてで
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ございます。こちらにつきましては、公募の時期

については別添資料の３、別紙３の１３ページに、

買い取る建物についての予算可決後として公募を

進めてまいりたいと思います。整備施設以下、土

地の貸付け等については記載のとおりでございま

す。 

  ５ページになりますが、選定委員会５名選出い

たしまして、こちらにおいてプロポーザルの選定

をさしていただきたいと思います。 

  （５）のスケジュールでございますが、１２月

に第１回選定委員会、以下記載のとおりでござい

まして、最終的には令和１１年度の秋以降に施設

開設を目指すものでございます。 

  続いて、６ページでございます。 

  項番５、「ぐるぐるＫＩＯＳＫ」の開催でござ

います。こちら概要等は記載のとおりなのですが、

日時としましては１１月２３日、来週の日曜日の

１３時から１６時に行います。ちょうどデフリン

ピック開催期間中ですので、タイアップして行い

たいと思っております。場所については、東綾瀬

公園になります。 

  続いて、項番６、「あやセンターぐるぐる」の

運営状況でございます。利用状況については記載

のとおりでございますが、累計で延べ３万３，０

００人強の御来場者数がいたところでございます。

利用者属性、子ども利用状況等、また、７ページ

の最近の実施企画については記載のとおりでござ

います。 

  続いて、項番７、綾瀬小学校「わくわくにこに

こ図書の森」でございます。利用状況については

記載のとおりでございまして、８ページです。 

  （２）ですが、乳幼児向けのイベントの実施で

ございます。こちら１１月の２２日土曜日に実施

させていただきます。実施内容につきましては、

こちら記載のとおりでございますが、オの周知方

法でございます。こちら、資料作成時には、保育

施設１９か所、子育てサロン１か所、住区センタ

ー２か所となっておりますが、実際には、子育て

サロンについては２か所、住区センターについて

は３か所で周知を図らせていただいております。 

  今後の方針でございますが、ア、イの記載とお

りでございまして、利用者数の増に向けて取り組

んでまいります。 

  私からは以上でございます。御審議よろしくお

願いいたします。 

○西の原ゆま委員長 それでは、何か質疑はありま

すか。 

○小林ともよ委員 わくわくにこにこ図書の森につ

いて伺いたいと思います。 

  前回の委員会では、これまで保護者以外の方へ

の対応や保育士の方の単独での利用など、柔軟に

対応しているという答弁がありましたけれども、

これについて、明確にホームページなどに事例な

どを掲載して、より利用しやすくするべきと思う

のですが、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 現在のところ、ホームページには

記載はしていないところです。理由といたしまし

ては、まず、ホームページ等には、基本的な原則

的な御利用方法を載せさせていただいていて、例

外的な御利用方法につきましては、例えば利用登

録時の御案内ですとか、実際に会場内の掲示とい

う形で対応させていただいております。ホームペ

ージに記載するのがふさわしいかどうかは、ちょ

っと今後検討させていただければというふうに思

います。 

○小林ともよ委員 是非、現地の方に行かないと使

い方が分からないというようだと、やはり利用し

づらいかと思うのですね。少しでも利用してみた

いという方がいたら、ホームページなどで確認す

れば、自分は対象だということが分かるような形
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に是非していくべきと思うのですけれども。 

  あと、前回、保育士が園児を連れての利用です

けれども、学校と相談していくという答弁が前回

ありましたが、その点、現在どうでしょうか。 

○中央図書館長 こちら、前回の御答弁のとおり、

学校ですとか、あとは実際に保育施設の需要等を

確認しながら、今検討を進めているところです。

方針の方決まりましたら、こちらの委員会の方で

御報告をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

○小林ともよ委員 幅広な方々に利用していただく

ということと、普段の利用も増やすという意味で、

是非その辺も、検討を前に進めていただければと

思います。 

  あと、旧こども家庭支援センター跡地について

ですけれども、東側の公共施設については、区と

事業者が協力して設計するということになってい

ると思います。憩いの場とホールについて、事業

者がこの別紙４のイメージを参考に設計するとい

うことだと思うのですが、区はこの設計に関して

は関わらないということでしょうか。 

○資産管理課長 公共施設につきましては、基本的

には要求水準書という形で、区の方でこういう条

件で提案してくださいというものを公募条件に載

せる予定です。要求水準書を基に、事業者の方が

公募で施設の提案をしていきます。その設計の中

で、当然、区が求めている１００点満点の設計が

出てくるとは思っていませんので、そこにつきま

しては、区の方から少し設計の方で直してくださ

いという意見をできるような条件で、公募の方を

進めていきたいと考えております。 

○小林ともよ委員 これまで、ＰＦＩとかＰＰＰ方

式で成功した事例がないということで、区の使い

勝手が最優先にされるような取決め方にしていた

だきたいと思うのですね。今回、決算特別委員会

で我が党のはたの委員が言ったように、財価審の

審議会での説明があったような建物の価格の決め

方では、通常より安価にできるという保証はない

中で、民間を入れなきゃいけないという理由は、

やっぱりないと思うのですね。住居が伴うとなっ

た場合には、広場などでイベントする際にも、自

由に本当にできるのかどうかも分からないと思い

ます。民間やっぱり入れない方が自由度は高くな

りますし、区民の要求も、きちんと要求に合った

利用ができる施設に区の方が責任を持ってやっぱ

り造っていくべきだと改めて思いますが、いかが

でしょうか。 

○資産管理課長 今回、旧こども家庭支援センター

等跡地の活用につきましては、基本的には区の財

政負担をなるべく少なくして施設を造りたいとい

うふうに考えていますので、小林委員おっしゃる

ことも分かりますけれども、今お話しさせていた

だいたように、区の財政の負担を減らすというこ

とを考えて進めていきたいと考えておりますので、

その辺を御理解いただきたいと思ってます。 

○小林ともよ委員 財政負担が本当に軽くなるかと

いうのは分からないという中で、やっぱり考え直

すべきと申し上げて終わりたいと思います。 

○西の原ゆま委員長 何か質疑はありますか。 

○川村みこと委員 わくわくにこにこ図書の森のイ

ベントについて伺いたいと思います。 

  事前に説明いただいたときに、もう少しチラシ

を置く場所を増やしてはどうかということで、増

やしていただいたということで感謝申し上げたい

と思います。ありがとうございます。 

  一方で、私、区のいろいろな施設を利用してい

ましても、なかなかこのイベントチラシというの

にまだあまり出会えたことがないというところも

あります。やっぱり、お子さんがいながら子育て

サロン使ってたりしたら、ゆっくりチラシのコー
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ナーを見たりする時間もないという方も多いと思

いますので、何かチラシ置き場に見に来てもらう

というよりは、こちらから案内できるタイミング

を捉えていくという必要が、この図書の森を知ら

ない方、本に興味ない方に周知していくという目

的としては重要なのかなというふうに思っており

ます。 

  別の事業として、例えば★★、今行っておりま

すけれども、あの事業も、特に何か困り事ないで

すかというふうに聞かれて、今ないですと言われ

たら、じゃあいいですねというふうに帰っていく

だけという現状がありまして、大変寂しいという

か、もったいない状況が続いております。例えば、

こういうふうなイベントのチラシを紹介して、乳

幼児の過ごす場所、こういうところありますから、

悩みないということであれば、是非こういうとこ

ろもお出掛けがてら行かれてみたらどうですかと

か、そういうふうな機会を捉えて、是非、チラシ

置くだけではなくて周知していっていただきたい

というふうに思うのですが、この点いかがでしょ

うか。 

○中央図書館長 こちら、利用者を増やしていくた

めには、効果的な広報を実践していくというのは

大きな課題の一つだというふうに思っております。

その中で、例えば訪問事業との連携につきまして

は、こちら委託事業で行ってるというふうに伺っ

ていますので、どこまで連携が可能かというのを、

所管の子ども政策課と相談しながら検討してまい

りたいというに思います。 

○川村みこと委員 分かりました。是非お願いした

いと思います。 

  そして、今、綾瀬エリアでいろいろなイベント

が続いているというところがあります。例えば、

ぐるぐる２周年のイベントだったり、ぐるぐるＫ

ＩＯＳＫ、それから、このわくわくにこにこ図書

の森のイベントもそうですし、先日土曜日には、

高架下のウォークもあったかと思います。ただ、

ちょっと私、どれに参加していても感じるのは、

なかなか担当部署が違くて横のつながりがないと

いうところなのですね。いろいろな日にイベント

があって行けるというのはいい一方で、ちょっと

周遊してもらう、綾瀬駅を周遊してもらうという

ところでいけば、もうちょっと横のつながりをつ

なげていって、開催日を合わせていくとか、来週

にはこっちのイベントもやってますとか、そうい

った周知をしていく必要があるのではないかなと

思います。 

  ちなみに、高架下ウォークは、どれぐらいの参

加者を見込んでいて、どれぐらいの実績があった

のか教えていただきたいのですけれども、お願い

します。 

○まちづくり課長 土曜日、川村委員も御参加いた

だきましてありがとうございました。見込んでい

た人数としては５０名ほどかなということで最初

用意をしてたのですけれども、実際１１１名の方、

御参加をいただいたという実情でございます。 

○川村みこと委員 想定よりは多くの方が来ていた

だいたというところだと思います。ただ、私も話

を聞いてみると、たまたま通り掛かって参加され

たという方がなんか多くて、このためだけに来て

るとか、他のイベントとのつながりで来たという

ところは、なかなか少なかったのかなというふう

に思います。 

  今一度、この綾瀬エリアで立て続けにいろいろ

なイベントが今行われてますので、是非横の連携

をつなげていっていただいて、こっちのイベント

にも来てくださいと、こっちのイベントに来てく

ださいと、自分の所管だけではなくて、是非連携

しながら、この綾瀬エリアを庁内全体で盛り上げ

ていっていただきたいと思うのですけれども、そ
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この決意を聞かせていただきたいと思います。 

○勝田副区長 綾瀬エリア、今、川村委員からも話

がありましたように、なるべく庁内でも、同じよ

うなイベントがあるときには、そのイベント同士

で連携するような周知をしていたのですが、その

辺のちょっと配慮が足りず、申し訳ございません

でした。庁内全体で綾瀬地区、綾瀬地区だけでは

ないですけれども、特に今、綾瀬地区盛り上げて

いきたいと考えておりますので、その辺は工夫を

して取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。 

○へんみ圭二委員 私も、ぐるぐるＫＩＯＳＫの周

知に関連しての話なのですが、昨日からデフリン

ピックが始まりました。私も行ってみて、東京武

道館の前に、非常に当日券の列が長くなっていま

した。私の友人も３時間半ぐらい並ばされたとい

うことで、東京都のオペレーションがひど過ぎる

話もあるのですが。 

  東京武道館の前はいっぱい人がいる一方で、駅

のロータリーの横で区がテントを立ててイベント

やってましたけれども、人通りが多かったかとい

うと、いつもに比べては多少多いかなぐらいで、

そこら辺の周知が足りてないのかなという気もし

ました。ですので、このぐるぐるＫＩＯＳＫも、

デフリンピックと一緒にやるということで、我々

のおはやしもそのときには出させていただくので

すが、これは今、周知はどのようなことをやられ

てるのでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 ＫＩＯＳＫに関しまし

ては、住民が主体になりますので、出店者で御自

身のＳＮＳで発信してもらうということと、区で

は、ホームページに載せたりとか、ＳＮＳで発信

しております。 

○へんみ圭二委員 地元の方々に話をすると、ぐる

ぐるＫＩＯＳＫやるということも全く知らないで

すし、それから、デフリンピックに合わせて区が

ブースを設けているということも、全く地元で周

知がされていないという状況ですから、今週末で

すけれども、急いでチラシを作ることも可能だと

思いますし、例えば町会・自治会に掲示板を使わ

せてもらうだとか、そういった対応というのはで

きないのでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 観光交流課とも、昨日、

デフリンピックの会場の様子を共有しまして、会

場のレイアウトとか広報を力を入れようというお

話はしておりますので、具体的に検討してまいり

ます。 

○へんみ圭二委員 是非、本当に町会の皆さん誰も

知らないですから、そこは伝わるように周知をし

っかり、今週末に向けてやっていただきたいです

し、実際にデフリンピックの会場に昨日を入らせ

ていただきましたけれども、休憩時間に入るとき

に、大きいスクリーンでいろいろな今後のスケジ

ュール、例えば３時から再開しますよとか、１４

時４０分から和太鼓の演奏ありますよという周知

をしていたのですけれども、そこで、例えばぐる

ぐるＫＩＯＳＫやってますよとか、そういうこと

も周知してもらえるように、東京都とも連携して

話をしていただきたいのですが、いかがですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 すみません。そのよう

なスクリーンで流してるということを知りません

でしたので、観光の方ともちょっと情報共有した

いと思います。 

○スポーツ振興課長 会場にいる東京都のスタッフ

と話をしてみたいと思います。 

○へんみ圭二委員 是非よろしくお願いします。 

  あと、私も土曜日に、西口の高架下の謎解きウ

ォークラリーにも行かせていただきました。その

ときにも少しお話ししたのですが、これ１１月１

５日にやるというのが、決まったのがつい最近だ
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と思うのですけれども、いつ頃決まって、その日

程を決定する際には、地元の町会に相談というの

はされたのでしょうか。 

○まちづくり課長 すみません。明確にいつかとい

うのはあれだったのですけれども、本当の最近に

日程としては決まりました。ですので、町会にも

御相談ということは実際しておりません。まちづ

くり協議会には、１１月頃にということではお伝

えをしていたところでございます。 

○へんみ圭二委員 １１月１５日は、実際にうちの、

西口のところは私が所属している綾瀬東町会なの

ですけれども、東町会の町会の皆さんも、やっぱ

りそういうものをやってるというのは誰も知りま

せんでしたし、特にこの１５日は、当日七五三を

神社でやってまして、その神社の方で七五三をや

るに当たって、町会の皆さんそちらに行かなくち

ゃいけませんでしたから、例えば事前に相談され

ていれば、１５日はちょっと七五三あるからなと

いう話にはなったと思うのですが、七五三で休憩

中にみんなでお昼御飯食べてるときにも、何でこ

ういうのを役所は言ってくれないのというような

話もされました。ですので、何かイベントをやる

ときには、必ず町会、地元とは協議をするという

のは不可欠だと思うのですが、そのあたりはどの

ような認識ですか。 

○まちづくり課長 今回、すみません、日程的にち

ょっと時間がなかったというところもありますけ

れども、同じようなイベント、イメージアップの

取組、西口のイベントを、来年６月ぐらいまでに

はあと３回ぐらいはやっていきたいなと思ってま

す。今後、町会等にも、対象に応じて、また周知

の方はしていきたいというふうに考えてございま

す。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑は。 

○長沢興祐委員 先ほど小林委員が簡明な質問をさ

れていて、それに適した回答をされていたのです

けれども、資産管理課長の方が。旧こ家センのＰ

ＦＩの話ですけれども、誤解をしないでいただき

たいのは、財政負担を減らすということだけでは

なくて、そもそもＰＰＰの考え方は、官と民の連

携で創意工夫を、幅広のポテンシャルを高めると

いうことが必要だと思うので、先ほどの答弁だけ

だと、財政負担を減らすというので、うちは関与

しないよという話で、区民の民意から離れたもの

が行くような答弁だったので、その辺は大丈夫で

すよね。 

○資産管理課長 長沢委員おっしゃるとおり、地元

の方ともしっかり意見交換させていただいてます

ので、地元の意見も取り入れながら、しっかり進

めていきたいと考えております。 

○長沢興祐委員 そもそも、多分、一般の方がＰＰ

Ｐの考え方分からないと思うのですよね。そうい

ったものを、エリアデザインの委員会の皆さんに

もそうですけれども、区民の皆さんにも改めて丁

寧に説明していくことが、今回の新たな取組です

から、誤解を招かないようになる必要があると思

うのですけれども、それは必要だと思います。副

区長、いかがですか。 

○工藤副区長 議員の方にもそうですけれども、民

間が建てることによってのメリットというのが何

があるのか、そして、区がしっかりとした仕様に

基づいて民間が造っているのだよということを、

やはり、議会当然ですけれども、地域の皆様には

きちっと説明をして、そしてメリットを分かって

いただくというのが重要だと思いますので、進め

ていきたいと思います。 

○岡田将和委員 先ほどのへんみ委員からの発言が

ありました地域への丁寧な説明ということなので

すけれども、昨日、デフリンピックの大会が行わ

れた東京武道館の周りで、綾瀬の★★主催の歩け
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歩け大会がございました。参加者数は、昨年に比

べて１００人から２００人増えて、５３０名ほど

でいらっしゃいました。朝９時から東綾瀬小学校

をスタートして、東綾瀬公園を３．５ｋｍ周遊す

る歩け歩け大会なのですけれども、その際にきち

んと、デフリンピックが行われるということと、

中学生以下の子どもたちに参加賞としてデフリン

ピックの大会のチケットを配っていたのですが、

昨日私もデフリンピックの大会拝見させていただ

いたところ、３時間半というお話もありましたと

おり、かなり長蛇の列が出ておりました。ですか

ら、そういったチケットを受け取った方には、も

しかしたらかなり並ぶということも周知しなけれ

ばならないと思うのですけれども、そういった連

携は取られる御予定でしょうか。 

○スポーツ振興課長 岡田委員御心配のとおり、今

現状、多くの方お待ちいただいている状況です。

座席指定券をお配りした方にはお待ちいただかず

に入れるのですけれども、別途プレゼント券お渡

した方は、一般の方と同様、お並びいただく必要

があります。歩け歩け大会御参加いただいた方に

も、正にそのプレゼント券をお渡ししました。そ

の際には、今こういう並んでいる状況でなかなか

時間掛かりますということはお伝えしたのですけ

れども、既にお配りした方への周知も必要だと思

いますので、そういった形で、ホームページ、Ｓ

ＮＳ等でしっかり周知してまいりたいと思います。 

○岡田将和委員 大変すばらしいことで、デフリン

ピックの関心ですとか興味というか、そういうも

のが非常に盛り上がりを見せてるなということと、

やはり地域のそういった★★の行事であっても、

しっかりと連携をしていただいて、地域住民の方

もいらっしゃいますし、また多くの観戦者の方々

がスムーズに東京武道館にお越しいただけること

が肝心かと思います。 

  先ほどお話伺っていて、ぐるぐるＫＩＯＳＫの

方なのですが、そういう並ばれてる列の方には手

話で会話される方がたくさんいらっしゃいまして、

ぐるぐるＫＩＯＳＫ、また各世界から、アイルラ

ンドですとかブラジルとか、いろいろな国々の方

が来られてましたけれども、そういう言語の対応

ですとか手話の対応とか、そういったものはケア

できるようなぐるぐるＫＩＯＳＫになられてるの

でしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 デフリンピックが近く

で行われているということで、手話ボード、指さ

しで伝えることができるものは御用意しておりま

す。 

○岡田将和委員 ありがとうございます。ろう者協

会さんのブースも出ておりましたので、そういっ

たところとも是非連携して、お越しいただいた

方々に楽しんでいただければと思います。 

  それから、綾瀬駅東口歩道橋の件なのですが、

先ほど真鍋部長の方からも報告がありました。綾

瀬駅周辺地区まちづくり協議会と葛飾ろう学校と

ともに、要望書を第六建設事務所に提出されたと

いうことなのですが、この件について、報告の経

緯みたいなものも伺いたいのですけれども、私も

２年前の一般質問で、この歩道橋のバリアフリー

について質問をさせていただきました。１０月に

要望書を提出した後に、こういう要望書を出され

たというふうに伺ったのですが、バリアフリーの

問題ももちろんそうなのですが、エリアデザイン

で話し合われている旧こ家センの建物がどうなる

か。この歩道橋を通って東口から皆さんお見えに

なるわけですから、のうど部分というか接点部分

ということで、かなり重要な場所になるというこ

とで、これ議会の方には事前にあらかじめ報告し

て要望書を提出されたような状況なのでしょうか。 

○都市建設部長 先ほど私が御報告申し上げました
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が、岡田委員御指摘のとおりでございます。 

  経緯なのですが、岡田委員御指摘のとおり、一

般質問でこの歩道橋のことを御質問されました。

私、その当時答弁申し上げまして、その後、足立

区から第六建設事務所に要望書を出そうと言って

いたのですが、その間、協議会とも御相談したと

ころ、協議会の名前も連名で出した方がいいので

はないかということで、かなり時間を要したとこ

ろでございます。その間に、私どもも、議会にこ

ういった要望書を出すということをお話しすれば

よかったのですが、本当大変申しわけございませ

ん。当委員会には要望書のことを特にお話せずに、

現在に至ったというところでございます。 

  岡田委員御指摘のとおり、もともとは御質問あ

ったこと、また子ども家庭支援支援センターの跡

地利用のことも、当然のことながらバリアフリー

経路として考えておりましたので、そういう点に

ついては当議会に、繰り返しなりますが、当委員

会で特別お話させていただかなかったことについ

ては、大変申し訳ございませんでした。経緯とし

ては、今申し上げたとおりでございます。 

○岡田将和委員 これ、やはり議会で、例えばエリ

アデザイン所属の委員の皆様のお地元で御発言な

さった質問に対して、執行機関が何も説明をせず

にお進めになられたということは、議会の権能で

すとか、各議員の先生方の意見、そういったもの

がきちんと執行機関や住民の方に伝わっていかな

いという懸念もありますので、是非こういった要

望書を出されるときは、あらかじめ教えていただ

きたいなというふうに思いました。 

  この交差点はかなり、バリアフリーになってな

いということと、やはり、横断歩道がない中で渡

られる方もたくさん今でも散見されます。また、

歩道橋の上にキャリーバックを引っ張って撮影さ

れる方々もいて、フィルムコミッション的な立ち

位置、観光資源にもなり得る歩道橋でもあります。

そういった中、どんどんどんどん世の中が変わっ

てくる中で、こういった説明がなかったのは非常

に残念だなと思いましたので、一言申し上げさせ

ていただきます。 

  以上です。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○西の原ゆま委員長 質疑なしと認めます。 

  次に、各会派から意見を求めます。 

○かねだ正委員 継続でお願いします。 

○長井まさのり委員 継続でお願いします。 

○小林ともよ委員 継続でお願いします。 

○へんみ圭二委員 継続です。 

○川村みこと委員 継続でお願いします。 

○西の原ゆま委員長 本件は継続審査とすることに

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○西の原ゆま委員長 御異議ないと認め、継続審査

と決定いたしました。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

認めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○西の原ゆま委員長 次に、報告事項に移ります。 

  陳情の審査で報告のございました①を除く②か

ら⑥まで、以上５件を都市建設部長から、⑦、以

上１件を千住地区まちづくり担当部長から報告を

願います。 

○都市建設部長 引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

  報告資料１５ページになります。 

  綾瀬・北綾瀬エリアデザイン（北綾瀬ゾーン）
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の取組状況でついてです。 

  初めに、しょうぶ沼公園の活用でございます。 

  先ほど委員各位から御質問ありましたが、今度

１２月の８日から１４日、しょうぶ沼におきまし

て、短期的な公園の利活用の試行ということで実

施させていただくものでございます。★★につい

ては記載のとおりでございますが、（６）の概要

でございます。平日、土日含む１週間で日常的な

使い方を試行させていただいて、キッチンカーを

導入させていただいて、また併せて利用者へのイ

ンタビュー等を行いながら、今後の実施に生かし

ていきたいと思います。周知方法でございますが、

現地のポスター掲示、区のＳＮＳ情報発信でござ

います。今後の予定でございますが、先ほど触れ

ましたが、公園活用のにぎわいづくり★★、検証

を進めていきたいと考えております。 

  次に、「ぐるぐる博ｉｎ来た！アヤセ２０２５」

の開催でございます。 

  地域の多様な主体が、自分の得意や好きを活か

してやってみたいということをチャレンジするた

めに、こちら１１月２９日の１０時から１５時、

こちらもしょうぶ沼公園で行います。１６ページ

に記載のとおりでございます。周知方法について

も、皆さんに分かりやすいような周知にしたいと

考えてございます。１７ページが、先ほどの活用

試行の案の図でございます。以下、別紙２としま

して、出店予定者一覧の方を付けさせていただい

ております。 

  続きまして、２３ページでございます。 

  六町エリアデザインの取組状況でございます。 

  初めに、六町いこいの森の活用につきまして、

今週土曜日に、現地見学会及び施設案内をさせて

いただきます。概要等は記載のとおりでございま

すが、２４ページ移りまして、季節のイベント等、

また令和８年度以降もイベントを実施していく考

えでございます。 

  次に、六町駅前区有地のことについてです。 

  適宜当委員会で御報告申し上げてますが、初め

に、六町駅前区有地活用事業者と基本協定合意の

解約でございます。こちら１１月６日に、記載の

とおり基本協定の合意を解約し、東神開発株式会

社との事業の中止を正式に行ったものでございま

す。この中で、中盤にあります、イの基本協定合

意解約に伴う条件設定の経緯でございますが、当

委員会でも御説明しますが、なかなか建設費高騰

による事業継続が困難だったことでございまして、

続いて、その下になるのですが、地元説明会では、

引き続き東神開発株式会社に検討してほしいとい

った御意見もありましたので、今回は一旦合意を

解約しましたが、引き続き協力を求める立場でご

ざいます。 

  今後の方針でございますが、令和８年１月にサ

ウンディング型市場調査を行い、実現性の高い活

用手法を再考してまいります。今後の予定は記載

のとおりでございます。 

  続いて、２７ページでございます。 

  次は、江北エリアデザインの取組でございます。 

  初めに、江北地区まちづくり連絡会の開催結果

でございます。 

  開催日時等、記載のとおりでございます。 

  当日の報告の内容ですが、給水所上部利用につ

いて、以下記載のとおりでございます。 

  主な質疑なのですが、やはり江北給水所用地、

関心が高うございまして、例えば避難所として使

えるように協力してほしいといった御意見をいた

だいているところであります。 

  続いて、上沼田東公園周辺地区まちづくり協議

会の開催結果でございます。 

  日時等は記載のとおりで、内容については、先

ほど申し上げた江北地区と同様な内容でございま
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す。こちらも質疑、意見いただきましたが、今後

のまちづくりに生かしてまいります。 

  続いて、３番です。補助第１３８号線（興野地

区）の事業認可でございます。 

  今年の１０月１６日に事業認可を取得しました。

併せて、その後でございますが、項番の４にあり

ますとおり、用地に関する個別相談会の実施を、

以下表組み等の日時で行いさせていただきます。 

  対象者、周知方法等は記載のとおりでございま

すが、今後の方針にありますとおり、丁寧に実施

してまいります。 

  項番５、高野小学校跡地スポーツ施設ですが、

こちらの名称について、高野スポーツパークとい

うことで決定をさせていただいたところです。３

０ページに、投票方法別の結果等を記載させてい

ただいております。 

  周知につきましては中盤記載のとおりでござい

ますが、決定した愛称については、もう既に１１

月１１日に公表させていただいているところでご

ざいます。これまた地域の方に認知されますよう、

丁寧な周知を行ってまいります。 

  ３１ページに移ります。 

  ６番、旧江北小学校の跡地でございます。こち

らについても、前回の委員会でも御説明申し上げ

ましたが、当初、応急仮設住宅用地ということだ

ったのですが、複合災害を懸念いたしまして、仮

設住宅用地につきましては、環七以北の公園の活

用を考えております。併せまして、サウンディン

グ型市場調査を行いまして、当該用地について、

民間事業者の活用の可能性があるかどうかを確認

してまいります。実施の時期でございますが、１

１月１８日、明日から２１日の間でございます。 

  続いて３４ページでございます。 

  西新井・梅島エリアデザインの取組状況でござ

います。 

  初めに、駅東口のまちづくりでございますが、

道路ネットワークを考えるワークショップを、１

１月２９日及び１１月３１日に開かせていただき

ます。この内容を踏まえて、安全な道路づくりに

生かしてまいりたいと思います。参加予定者等々

については記載のとおりです。 

  次、３５ページです。 

  次に、西口のまちづくりでございます。 

  初めに、西口南地区の状況でございますが、準

備組合から、１０月２５日に、こちら長谷工のマ

ンションミュージアムの見学会を開催したことに

ついて報告がございました。併せて、東武鉄道の

状況でございますが、まず初めに、アとしまして、

駅舎リニューアル工事を実施するということで御

報告を受けております。あわせて、それに伴いま

して一部解体工事につきましては、次の３６ペー

ジにありますが、こちらにつきまして、現況を近

隣の方へ周知等を、こちら表組みのとおり行って

まいります。 

  なお、この内容につきましては、適宜分かり次

第、当委員会で御報告申し上げます。 

  続いて、３６ページでございます。 

  項番３、梅田八丁目複合施設の状況でございま

す。 

  初めに、一般区民向け住民説明会を９月１２日、

１３日に開かせていただいて、主な質疑につきま

しては、１番から６番まで記載をさせていただき

ました。 

  併せて、３８ページに移りますが、次に避難所

機能に関する地元説明会を９月２６日に開催し、

（３）でございますが、区民向けワークショップ

につきましては、１０月５日に開かせていただい

て、多様な意見を聴取させていただいたところで

ございます。 

  ３９ページ、今後の方針ですが、令和７年度末
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の設計業務完了に向けて、申請関連手続を進めて

おきまして、令和７年度末の業務管理を目指して

まいります。 

  次、４０ページございます。 

  竹の塚エリアデザインの取組でございます。 

  初めに、竹ノ塚駅周辺地区まちづくり連絡会の

駅前部会の開催結果でございます。去る９月２２

日に開催いたしまして、駅前の交通広場の意見交

換をさせていただきまして、主な意見につきまし

て、アからエ、記載しているところでございます。

今後のまちづくりの参考とさせていただきたいと

思います。 

  併せまして、第４回の部会を１０月の１６日に

記載のとおり開催させてきました。内容につきま

しては同様でございますので、やはりこの御意見

を伺いながら、まちづくり計画に反映させていき

たいと思います。 

  ４１ページでございます。 

  項番２、竹ノ塚駅東口交通広場の整備検討説明

会開催でございます。こちら１２月の１９日、２

０日、竹の塚地域学習センターにおきまして、交

通広場の整備の検討について地域の方に広く周知

させていただくものでございます。開催方法につ

きましては、４１ページ下段に書いてあるとおり

でございます。 

  続いて、４２ページになります。 

  項番３、竹ノ塚駅周辺地区における地域住民等

へのヒアリングの実施でございます。こういった

駅前の空間を創出し、在り方について広く住民の

意見を聞くためのヒアリングを行いたいと思いま

す。実施の時期についてですが、こちら１１月２

２日に行います。実施内容については記載のとお

りでございます。 

  次に、４３ページです。 

  項番の４でございます。コミュニティ創出に向

けた竹の塚エリアの取組状況でございます。こち

ら高架下の区が活用できる土地につきまして、ト

レーラーハウスを活用した活動拠点づくりを検討

しているので、以下のとおり報告するものでござ

います。コンセプトにつきましては、竹の塚「や

ってみたいに、ふれてみる」。以下、４４ページ

に、コンセプト、ターゲット、施設名称等を表組

みにまとめさせていただきました。 

  なお、４５ページに、拠点活用のイメージなの

ですが、トレーラーハウス、キッチントレーラー

と屋外スペースということで、このイメージにつ

きましては、４６ページに図として配置させてい

ただいておるところでございます。いずれにしま

しても、４６ページ、今後の方針にございますと

おり、地域への個別ヒアリングを継続して、ニー

ズの掘り起こし、拠点に関する意見交換を行って

まいります。 

  私からは以上でございます。 

○千住地区まちづくり担当部長 私からは、千住エ

リアデザインの取組状況について御説明させてい

ただきます。 

  ４８ページを御覧ください。 

  項番の１は、千住エリアデザイン基礎調査業務

委託についてでございます。現在、基礎調査を業

務委託しておりますが、この中で、（１）にあり

ますとおり、アンケート、分析、調査を行ってお

ります。この中で見えてきた特徴ですけれども、

（２）にありますとおり、居住者と利用者はほぼ

同様の評価をしておりましたが、治安に関しては、

利用者より居住者の評価の方が高くなりまして、

実態とイメージの違いの払拭が難しいというふう

に感じております。また、好きな場所では、居住

者ならではの意見といたしまして、商店街ですと

かまち並み、銭湯、神社などが挙げられておりま

す。将来残したいものといたしましては、景観や
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文化を大切にしたいという声が多くございました。 

  ４９ページを御覧ください。 

  （３）の事業者へのヒアリングでは、これだけ

商業集積がありながらも、開発イメージは住宅主

体であるということですとか、子育て環境が十分

でないという御意見がございました。 

  また、（４）ＳＮＳ投稿では、千住は飲食のま

ちというイメージが強いことですとか、治安改善

を実感する方の声が多くありました。 

  （５）のロケーションビッグデータでは、北千

住駅を利用している方は意外と遠方からも多く来

ておりまして、ターミナル化していて、また、芸

術センターなど目的となる施設につきましては、

鉄道沿線でなくても人が訪れていることが分かり

ました。 

  （６）今後の進め方ですけれども、今年いっぱ

い情報分析を行いまして、２月末までに千住エリ

アデザインの在り方、翌年度以降の進め方を固め

ていきたいというふうに考えてございます。 

  項番の２につきましては、京成関屋・牛田駅周

辺地区のまちづくりについてでございます。 

  （１）は、５月に行った交通量調査の結果につ

いてでございます。後ろに付いております別紙１、

５６ページを御覧いただければと思います。こち

らは周辺交通量の調査結果を示しておりまして、

左から１番、自動車交通量につきましては、特に

問題がないという状況でございます。２番の踏切

前自動車滞留状況につきましては、電車の往来で

踏切の遮断タイミングによっては最大９０ｍの滞

留が発生することがありましたけれども、突発的

なもので、そのほかは滞留は少ない状況でした。

３番の駅周辺自動車利用状況につきましては、駅

前道路の一般車の路上駐車が多くて、これは送迎

によるものが多かったというところでございます。

４番の歩行者交通量につきましては、歩きやすさ

としては問題ありませんでしたけれども、墨堤通

りの車両交通が少ない時間に乱横断が発生してる

状況がございました。 

  ５７ページの方を御覧いただきますと、こちら

は駅利用の実態調査の結果でございます。５番の

牛田駅及び京成関屋駅の乗降客数につきましては、

両駅の乗換利用客数を推計いたしますと、各駅と

もおおむね６割の方が乗換えで利用していると考

えられます。また、牛田駅の北側から駅を利用し

ている方が、乗換えを除いた乗客の３０％程度い

ることが分かりました。６番の駅ホームの滞留状

況につきましては、牛田駅、京成関屋駅ともに平

日の朝が混雑しておりまして、牛田駅は北千住行

きホームが最大２００人、京成関屋駅は成田方面

行きが３６９人の滞留が見られました。どちらも、

階段ですとかエレベーター付近に滞留が目立つ状

況だったというところでございます。 

  すみません。本文４９ページにお戻りください。 

  （２）の勉強会ですけれども、（１）の調査結

果を基に、１０月１４日に４者で勉強会を開催し

ております。 

  ５０ページを御覧ください。 

  エの主な質疑は記載のとおりですけれども、活

発に意見交換が行われました。引き続き、駅周辺

の環境改善に向けて、勉強会を重ねながら検討を

深めてまいりたいと考えております。 

  ５１ページを御覧ください。 

  項番の３は、千住大橋駅周辺地区のまちづくり

についてでございます。 

  （１）の基本協定締結について、現在まだ締結

できていないのですけれども、１１月中の締結に

向けて作業を進めているところでございます。 

  （２）ですけれども、協定締結後は、住民の皆

様向けの説明会を行う予定といたしまして、今の

ところ、来年の１月の下旬頃できればというふう
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に考えてございます。 

  ５２ページを御覧ください。 

  （３）の今後の予定ですけれども、来年の６月

には一般定期借地権設定契約を締結いたしまして、

１２月には工事着手、令和１１年度の運営開始を

目標に取り組んでまいります。 

  項番４につきましては、北千住駅前地区市街地

再開発事業についてでございます。今まで、この

地区は北街区と言っておりましたけれども、準備

組合の名称が北千住駅前地区となっておりますの

で、今後の手続も踏まえて、この名称とさせてい

ただいております。 

  （１）は説明会の開催結果ですけれども、都市

計画に基づく説明会の前に、市街地再開発事業に

ついての御理解を深めていただくために、準備組

合とともに、１０月の１７日、１９日に説明会を

開催いたしまして、両日で２５７名の方に御参加

をいただきました。主な質疑は記載のとおりとな

っております。おおむね前向きな御意見だったと

認識しておりますが、７番の、そんなに事業費を

掛ける必要があるのかというような御意見もあっ

たというところでございます。 

  ５３ページの（２）は、都市計画提案書の提出

についてでございます。準備組合から、１０月２

３日に、事業や取組、都市計画の内容をまとめた

提案がございまして、これを受領したところでご

ざいます。 

  （３）は、都市計画手続についてです。５４ペ

ージを御覧ください。 

  今後、市街地再開発事業を行うに当たりまして、

アからエに記載の都市計画について手続を進めて

いきたいというふうに考えてございます。 

  （４）は、都市計画法に基づく説明会の開催に

ついてでございます。１０月には市街地再開発事

業と都市計画の説明会を行いましたけれども、今

度は、都市計画法に基づく都市計画の説明会を、

１２月５日、７日に、千寿常東小学校で開催をす

る予定となっております。 

  ５５ページを御覧ください。 

  （５）は今後の予定になっております。令和８

年６月の都市計画決定を目標に取り組んでまいり

ます。 

  以上でございます。 

○西の原ゆま委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑ありませんか。 

○かねだ正委員 私からは、まず、高野小学校の跡

地スポーツ施設について伺いたいと思ってます。 

  前々から、手順を踏んで、高野小学校跡地のス

ポーツ施設の名前を決めよう、愛称名を決めよう

ということで手続を踏んできたと思うのですけれ

ども、最終的には高野スポーツパークということ

で決定をしたということだと思います。ほかの五

つ、候補を絞ってる中は、全部江北が入ってるの

ですよね。一つだけ高野ということで、その高野

が選ばれたということは、一つにはやっぱり高野

小学校跡地という、高野小学校という名前への愛

着というのが物すごくあったのだということと、

あと、調査の仕方もやっぱりあるのかなというふ

うにはちょっと感じました。この結果については

どういうふうに執行機関としては考えてますか。 

○スポーツ振興課長 かねだ委員おっしゃるところ

もあると思いますし、名前を出すところから投票

に至るまで、住民の方とか地域の方参加いただい

た点で、最終的に決まったという結果だと受け止

めておりますので、その点に関してはよかったの

かと思っております。 

○かねだ正委員 まず２０個に、区役所の中で絞る

ということですよね。その後が地域の皆さん、代

表の皆さんに五つまで絞っていただいて、この五

つが決定したと。そこまでの流れは非常にいいの
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かなというふうに感じました。最初に言っておき

ますけれども、この愛称名に反対するわけではな

いですからね。決定したことですから。 

  ただ、その後、区民の皆さんの投票によって決

めるということで決まったわけなのですけれども、

その投票者数が、一番下にこれ、一番下というか、

投票者数が出てるのです。比率からいうと、２９

１票を入れてくれた方々の中で、２２１票が１０

歳代の方なのですよ。これは結果、どうしてかと

いうのは知ってますけれども、改めてどうしてこ

ういう結果になりましたでしょうか。 

○スポーツ振興課長 地域の江北小学校さんと江北

桜中学校さんに投票の周知の御協力をお願いいた

しまして、特に江北桜中学校さんに周知より強く

御協力いただいた結果でございます。 

○かねだ正委員 となると、区民の皆さんに決めて

いただいたというよりは、小・中学校のお子さん

たちの意見が大きく反映して、この高野スポーツ

パークという名前になったと言っても過言ではな

いかなと思うのです。というのは、ほかの投票者

数を見ると、３０代例えば１人とか、４０歳代２

２人、多いところで。あと５０歳代、６０歳、７

０歳代、２０歳代については、みんな一桁ですよ

ね。もう突出してるのです、この２２１人という

のが。となると、恐らくそこで決定したというこ

とで間違いないですよね。 

○スポーツ振興課長 周知の方は全区的にＰＲ等さ

せていただいてはいますけれども、結果として投

票数が伸びた部分はそこで、かねだ委員のおっし

ゃるとおりでございます。 

○かねだ正委員 お子さんたちに決めていただいた

ということは決して悪いことではないのですけれ

ども、やはりこういった地域の、確かに高野小学

校跡地ですけれども、これから江北地域全体の皆

さんに愛されて、やはり区内全体に広がっていく

という愛称名を決めるときには、やはりもう少し

バランスよく投票、全部が全部一律にというのは

難しいと思います。ただ、バランスよく、もうち

ょっと、これ若い方入れてくれてますけれども、

若い方から年齢層の高い方までが関心を持って投

票していただけるような仕組みはもうちょっとで

きなかったのかなというふうに非常に感じるので

すけれども、その辺についてはいかがですか。 

○勝田副区長 決して、学校側も回答を誘導したわ

けではないのですけれども、やはり一つのところ

の組織票的な大きな票が決定に関わってしまうと

いうところは、やはり避けた方がいいと思います

ので、最終的に声を聞いた後の絞り込みをまちづ

くり協議会に委ねる、例えば順番を変えたり、あ

とは、今かねだ委員がおっしゃったような声を聞

く範囲ですね、そこを広く平等にできるように、

そういう周知方法を工夫するとか、今後名称を決

定するときには、十分配慮して工夫をしていきた

いというふうに考えております。 

○かねだ正委員 やっぱり大人から子どもまで愛さ

れるようなスポーツ施設ということを考えていく

中では、この愛称名は非常にやはり大事だと思い

ますので、是非今後、また同じような形で区民投

票という形で決定するときには、その辺のバラン

スも考えていただいて、いかに、例えばですけれ

ども、投票してもらう場所などにもよると思うの

ですよ。区民事務所で例えば投票してもらうだと

か、例えばすこやかプラザで投票してもらう、今

度出来た。ということによって、年齢層は全然変

わってくると思いますので、そういったこともや

っぱり視野に入れながら、ある程度の、本当に先

ほど申し上げましたけれども、バランスのいい形

で投票してもらって、広い民意が得られるような

形でのやはり愛称決定というのは、次やるときに

は、これは要望をしておきたいと思います。 
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  それで一つ、これ区民委員会でもちょっと話題

になったのですけれども、私委員長なのでそのと

き発言できなかったのですが、高野（こうや）と

いう呼び名が、私なんかは高野（こうや）という

ふうに読めますけれども、おそらく委員の皆様は

みんな高野（こうや）だと分かってると思います

けれども、みんな高野（たかの）だというふうに、

一般の方おっしゃるという方が多いということな

ので、平仮名で「こうや」と付けるとおっしゃっ

てたのですけれども、これはそのとおりにすると

いうことでよろしいですか。 

○スポーツ振興課長 正式名称は、愛称名は漢字の

名前で表記で決まりましたので、高野スポーツパ

ーク、漢字表記にするのですけれども、併せて平

仮名等を併記したりですとか、周知方法を工夫し

て、「こうや」と読めるようにしていきたいと思

います。 

○かねだ正委員 すみません。これ１１月１１日、

ホームページで公表して、これ以降は、愛称名は

建物や看板に掲示するということなのですけれど

も、この建物や看板にも「こうや」ということを、

平仮名とかローマ字で記入していくということで

すね。 

○スポーツ振興課長 全てに平仮名、ローマ字入れ

られるかはこれからの調整になりますけれども、

なるべく伝わるように工夫してまいりたいと思い

ます。 

○かねだ正委員 確かに、私なんかは必要なのかな

とちょっと思う部分も正直言ってあるのですけれ

ども、分かりづらいという御意見があるのであれ

ば、「こうや」ということで入れていっていただ

くのも一つのなのかなというふうに思いますので、

区民委員会でもそういうような意見でしたので、

そういうふうに行っていってもらいたいなと思い

ます。 

  とにかく愛称名を覚えていただくということが

大事なので、高野（たかの）スポーツパークで覚

えていただいてもいいのかなと私は逆に思ってる

ぐらいで、それは愛称名なので、別にそれでも地

域の方は怒ったりしないですから、いいのかなと

思いますけれども、正式名称で覚えていただくの

が何よりかと思いますので、「こうや」というふ

うに入れていただければと思います。とにかく愛

される施設になるように、愛称名含めてお願いし

たいと思います。 

  それと、次は、西新井駅西口のまちづくりにつ

いてなのですけれども、西新井のエリアデザイン

についてのところの。これ１０月２５日に市街地

再開発準備組合が、マンションの住宅性能や暮ら

し方の理解を深めてもらうために見学会を行った

ということなのですよ、これは、基本的には地権

者向けということでよろしいですね。 

○中部地区まちづくり担当課長 かねだ委員おっし

ゃるように、組合員の方のためのものでございま

す。 

○かねだ正委員 詳しいことここ書いてないので、

どのぐらいの方が参加されたのか、どういった内

容だったのかということは、これは組合さんの方

から聞いてますでしょうか。御報告ありました。 

○中部地区まちづくり担当課長 こちら、聞いてお

ります。それで、参加者の方が７組８名というこ

とでした。職員も後日、別途どのような体験をさ

れたのかということで見せていただいたのですけ

れども、マンションの歴史ですとか、どういう工

法で、マンションの工夫、共同生活の工夫という

ものを展示してある、かなりしっかりした、ミュ

ージアムということなので、ものでして、参加者

の方は、住環境の向上ですとか防災性の向上とい

うものが非常にいい点だというふうに感想を寄せ

られておりまして、一方で、今後の懸念といいま
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すか、共同生活という、共同の建物での生活とい

うことになりますので、そういったところをもっ

と知りたいというお声があったということで報告

していただいております。 

○かねだ正委員 おそらく皆さんここは、自分の土

地は別にして、借地権の方もいらっしゃると思う

ので別にして、やはり今まで一戸建てでお住まい

の方が非常に多かったと思うので、マンションと

いうことになると、今おっしゃったような懸念と

かがいろいろ出てくるのかなというふうに思った

のですけれども。 

  では、大体の地権者の方は、見学会のときの説

明に納得をされて協力を、それをお聞きになって

も協力していこうという、いずれ自分たちもこの

マンションに住んでもいいのかなというふうな認

識をお持ちになったということでいいのですか。

具体的には分からないかもしれないけれども。現

場に出てないかもしれないので。 

○中部地区まちづくり担当課長 その点につきまし

ては、８名の方にアンケートを取って、マンショ

ンの住まい方についてイメージが湧きましたかと

いう質問をしたところ、４人の方がとてもイメー

ジが湧いた、４人の方がある程度イメージが湧い

たということで、参加された８人の方がある程度

イメージが湧いたというふうにおっしゃっており

ますので、一定程度の御理解というか期待はいた

だけてるのかなというふうに考えております。 

○かねだ正委員 基本的には、この南街区のところ

についてはやはり協力していっていただかないと

前に進んでいきませんので、特に地権者と言われ

る方々には。その点については、やはり詳しい情

報も、これからの西口再開発にも関わってくるこ

となので、密に準備組合と連絡も、見学会、説明

会等があった場合には。これ区としては出席はさ

れてないのですよね。 

○中部地区まちづくり担当課長 同行はしておりま

せん。別途、職員だけで同じものを見せていただ

いたということでございます。 

○かねだ正委員 形はどういう形でもいいです。と

にかく情報をやはりきちっと取っていっていただ

いて、こういうところからやはり準備組合ともっ

ともっと密になって、いろいろなことで連絡を取

り合ったり、準備組合も、やはりこういうことは

区に報告していこうということで、密な連絡が取

れるような関係性というのが生まれてくると思う

ので、しっかりとその辺は連携を取っていただく

よう要望しておきます。 

  以上です。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑。 

○長井まさのり委員 私の方も、端的にちょっと伺

わせていただきます。 

  まず、北綾瀬ゾーンでございますけれども、し

ょうぶ沼公園の活用についてということで、まち

づくり協議会の皆様の意見交換会を踏まえて、試

行的な取組ということでございますけれども、キ

ッチンカーの選定は成和さんの方でやられると思

いますけれども、７日間ということもありますか

ら、このキッチンカーが毎日同じキッチンカーで

はなくて、ローテーションもあるのかなと思いま

すけれども、その辺と、あと小さな屋台５台程度

とあります。調理が必要な飲食は除くとあります

けれども、この小さな屋台の内容についても伺い

ます。 

○まちづくり課長 キッチンカーにつきましては、

平日２台、休日３台を今割当てをさせていただい

て、それぞれの日で違う業者さんを今、選定をお

願いしたところでございます。 

  それと、屋台につきましては、ワークショップ

をやりたいというような方の紹介をいただきまし

たので、そうした方のものとして、屋台という形
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で出させていただく予定をしてございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。その選定はど

ちらがやるのですか。 

○まちづくり課長 選考ですか。すみません。選定。

選定は、ＳＤＧｓの方から御紹介をいただいた業

者さん、今回御出席をいただくという形にさせて

いただいております。 

○長井まさのり委員 分かりました。では今、内容

はこれからということで、現時点ではまだ決まっ

てる範囲は、分かる範囲はあるのですか。 

○まちづくり課長 地域の方が出たいということで

伺っておりますので、またその辺のところは、当

日とか出店の状況というか、そういうのは掲示を

していきたいと考えてございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。また報告いた

だければと思いますけれども。 

  この試行的な取組というのは、せっかく地域の

お声もございましたので、今回その１回だけでは

なくて、事業者さんであったり利用者の声、また

地域の皆様の声を伺いながら、定期的に開催して

はどうかなと思いますけれども、いかがですか。 

○まちづくり課長 今回、１２月の寒い時期になる

かと思います。また、あと年明けて、来年度には

改めて同じようなことをやっていけたらなという

ことで、１回だけではなくて、また試行していき

たいというふうに考えているところでございます。 

○長井まさのり委員 是非お願いいたします。 

  また、前回の委員会で、この公園の占用制度の

ルールづくりも必要ではないかと要望させていた

だきました。区主催のイベントであったり、区が

後援するイベントとか、様々ありますけれども、

この公募の方法であったり、出店料であったり、

区画の範囲であったり、現在の検討状況はどうか。

また、このルールづくりのスケジュールについて

も併せて伺います。 

○パークイノベーション推進課長 現在、パークイ

ノベーション推進課の方で、キッチンカーの導入

等の検討状況ですけれども、やはり今回まちづく

り課を主体に、メインにしょうぶ沼の方でいろい

ろ試行していただくこともありまして、その結果

等も踏まえまして、よりよく検討していきたいと

思います。また、もう既に導入されている江戸川

区とか世田谷区等々の実施状況等も細かく精査し

ていきまして、足立区でどの形がいいのかに関し

て、より検討を進めていきたいと思っております。 

  また、実際、足立区でいつまでに導入できるか

ということなのですけれども、ちょっと未確定で

はあるのですけれども、かなり要望されてから時

間もたってることもありますので、令和８年度中

をめどに、何らかの方針の方を示していければと

考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。占用ルールも

非常に大事でございますので、他自治体の例も参

考にしながら、設計の方もよろしくお願いいたし

ます。 

  また、あと、ぐるぐる博ｉｎ来た！アヤセであ

りますけれども、８５ブースということで、この

応募総数、公募総数はどのぐらいであったのか伺

います。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 当初４５件ほどの応募

を想定していたのですけれども、８５件から申込

みがございました。 

○長井まさのり委員 ８５ブース選定ということで、

全員が今回選定されたということでよかったなと

思いますけれども、大体この広さだと、最大キャ

パというのはどのぐらい、最大限ブースを設置で

きるのでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 今回、かなりレイアウ

トは気を遣いましても、８５ブースが限界と考え

ております。 
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○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、北綾瀬駅、ららテラス北綾瀬店内ポスタ

ー掲示、またリーフレットの配架とありますけれ

ども、ポスターはどういったような内容のものを

何枚ぐらい貼ったのですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 先週、ららテラスの担

当者へポスターとリーフレットをお渡ししてきま

して、ポスターはＡ０サイズのものを２枚、リー

フレットに関して１００枚お渡ししてきました。 

○長井まさのり委員 分かりました。Ａ０、２枚と

いうことで、北綾瀬駅にも２枚ぐらいですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 北綾瀬の駅は１枚です。

あと、綾瀬駅に１枚置いてます。 

○長井まさのり委員 せっかくですので、もう少し

貼ってもいいのかなと思いますので、まだ期間も

ありますので、そうした相乗効果もあるかと思い

ますから、引き続きそうした連携を進めていって

いただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  あと、ちょっと関連してなのですけれども、ら

らテラスのフードコート行ったときに、車椅子の

利用者の方から、専用スペースがないんだとお話

がありまして、部長の方にもちょっと要望させて

いただきましたけれども、その後について、もし

答えられればお願いいたします。 

○まちづくり課長 専用スペース自体は取っていな

いというようなことだったのですけれども、施設

のバリアフリーの観点、ユニバーサルデザインの

観点から、インターホンを設置しているというこ

とでございます。インターホンがちょうど施設に

入るところにあるので、そのフードコートのとこ

ろの周りではないのですけれども、バリアフリー

法の中ではそういう付け方をしなさいというよう

な形になっているところは対応をしているという

ことで、特に人的な補助というのは、それで呼ば

れて対応したいということの御回答だったところ

でございます。 

○長井まさのり委員 そうですか。私も現場見てき

ましたから、よく探してもそんなインターホンな

んか見当たらないですね。見当たらないです。誰

かお店の人にも私聞きましたから。インターホン

はあるのですかと聞いたら、いや、分かりません

と、どの店もおっしゃっていましたので。 

  この点については、やはりその障がいを持って

る方からそうした御相談もあるので、ほかのアリ

オなんかでは、テーブルの高さであったり、専用

のスペースがきちんと整備しているところも商業

施設もありますので、そうしたことも参考にしな

がら、是非このららテラスの方には、しっかり区

として強く要望していただきたいなと思いますけ

れども、その辺、部長いかがですか。 

○都市建設部長 今、長井委員の御指摘いただいた

点は、運営事業者であります三井不動産に投げ掛

けていきたいと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。是非よろしく

お願いいたします。 

  あと、続いて六町駅前の区有地でございますけ

れども、協定締結の準備及び履行に要した一切の

費用を各自が負担することと記載がありますけれ

ども、東神開発株式会社の方で負担した費用とい

うのは、大体どのぐらいあるのでしょうか。 

○資産管理課長 東神開発から六町駅前区有地の事

業に掛かった費用を伺ったところ、設計やコンサ

ルタント委託で１億５，１００万円掛かったと伺

っております。 

○長井まさのり委員 分かりました。１億５，１０

０万円ですか。設計についても何度も見直しがあ

ったりとか、もう何とかという思いで東神開発も

取り組んできたかと思いますけれども、設計とと

もに、ほかに掛かった費用というのはどういった
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ことがあるのでしょうか。 

○資産管理課長 今お話させていただいたコンサル

タント委託というところがありますけれども、こ

の中に、駅直結とかそういったものも検討してい

たということを伺っておりますので、そういった

もろもろの打合せとか検討の費用も入っていると

聞いております。 

○長井まさのり委員 そうですね。設計についても

何度も見直しを図ってきた経緯があって、そして

負担も大きかったのだろうなと思いますけれども。 

  また一方で、各自がとありますが、区の負担と

いうのはどのぐらいあったのですか。 

○資産管理課長 足立区といたしましては、今回六

町駅前の事業者の選定、公募支援業務委託、こち

らの費用として７４８万円を支出している状況で

ございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。７４８万円。 

  また、既存の駐輪場を継続利用したことにより、

利用料の収入があったと思いますけれども、たし

か前回の委員会で４，０００万円だったですか。

どうでしたか。４，０００万円ではなかったでし

たか。どうですか。 

○交通対策担当部長 申し訳ございません。細かい

数字、今手元に。長井委員おっしゃっていただい

た数字でよかったというふうに思います。 

○長井まさのり委員 分かりました。私もちょっと

うろ覚えの記憶で今申し上げましたけれども、そ

うした一切の費用を各自が負担することと記載が

あります。また、しかしながら、この商業施設の

開設を見込んで転居されてきた方であったりとか、

また、地域の住民もこの商業施設の開設を本当に

楽しみにしていましたので、そうした思いもしっ

かり区として受け止めていただきたいと思います

ので、お願いいたします。 

  また、８月上旬に地元説明会がございました。

私も参加して、１０６名の方が、近隣の住民の方

が説明会に来られておられました。また、その中

で、記載があるとおりに、再公募の際には東神開

発株式会社に参加してほしい、また引き続き検討

をしてほしいという声がございましたので、区と

しても、ここにも記載があるとおりに、引き続き

協力を求めていただきたいなと思いますけれども、

その点については、確認ですが、いかがでしょう

か。 

○資産管理課長 長井委員おっしゃるとおり、東神

開発とは、これからもその公募条件についていろ

いろと検討しなきゃいけないところがございます

ので、可能な限り、東神開発には、そういった御

意見を賜りながら対応していきたいと考えており

ます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、公募条件については、事業者がしっかり

手を挙げやすいように、保証金の問題であったり

とか、定期駐輪場の台数、この６００台をどうす

るのか、また、借地期間などについてはどうする

のか、そして、事業者が手を挙げやすい公募条件

についての検討については現在いかがでしょうか。 

○資産管理課長 現時点では、事業者ヒアリングで、

東神開発が提案した計画の規模で提案できる事業

者はいないという、そういう状況でございます。

令和８年１月に、委員会報告資料にも書いてあり

ますけれども、サウンディング型市場調査を実施

して、どのような条件であれば公募で提案が可能

なのかを確認して、公募条件については可能な限

り、今長井委員おっしゃっていただいたように、

柔軟に対応して、事業者が公募に参加できる公募

条件としたいと考えております。 

○長井まさのり委員 分かりました。是非お願いい

たします。 

  また、近隣の住民に対しても、この駅周辺の地
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域の皆様に対してアンケートも要望させていただ

きましたけれども、このスケジュールについても、

再度確認ですけれども伺います。また、そうした

ことを踏まえて、地元への説明会であったり、ま

た、公募開始の時期というのは大体いつ頃を見込

んでいるのか伺います。 

○資産管理課長 住民説明会、アンケートにつきま

しては、資料には令和８年度以降という記載をさ

せていただいてますけれども、事業者へのこれか

らサウンディング型市場調査を実施しますので、

そういった公募条件を検討することになりますの

で、その内容を踏まえて、実施時期を今判断した

いと考えている状況でございます。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、地域ニーズと可能性も踏まえた上ででご

ざいますけれども、この地域について、公共施設

なども、この商業施設の中で検討していっていた

だければなと思います。例えば、子育てサロン、

北綾瀬でも商業施設内に子育てサロンを設置して

大変好評でありますけれども、この六町において

も、行く行くについては、こういった子サロもし

っかり検討していっていただきたいなと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○エリアデザイン計画担当課長 長井委員から御発

言ありました子育てサロンの施設内の設置につき

ましては、整備計画等もあるかと思いますので、

まずは関係所管の方に、そういったお話ありまし

たということで確認の方はさせていただければと

思っております。 

○長井まさのり委員 是非、確認を進めてっていた

だきたいと思います。 

  あともう１点、期日前投票所もこうした商業施

設内に、是非検討もしっかり進めていっていただ

きたいなと思いますけれども、併せていかがでし

ょうか。 

○エリアデザイン計画担当課長 期日前投票所につ

きましても、結構場所も必要になるかと思います

ので、まずは事業者からの提案等を見た上で、そ

の可能性について確認の方をしていければと考え

ております。 

○長井まさのり委員 分かりました。 

  また、建物が建ってから要望していくのではな

くて、建つ前に、事前の検討の中からそうしたこ

ともしっかり話を進めていっていただきたいと思

います。魅力あるまちづくりをしっかり要望いた

しまして、終えさせていただきます。 

○交通対策担当部長 先ほど、長井委員から六町の

御質問いただきまして申し訳ございません。自転

車の方のその期間については、収入が約４，００

０万円ほど入ります。その間に、今回の関係で支

出したのが２６０万円ということで、大きく収入

の方が上回っておりました。 

  以上でございます。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はございますか。 

○たがた直昭委員 私、江北エリアデザインをちょ

っと簡単に確認させていただきます。 

  ２回の連絡協議会、それぞれ地域で地区で行っ

たかと思うのですけれども、江北給水所の上部、

これについて災害のことで質問が出たと思うので

すが、もう少し具体的にお願いします。 

○エリアデザイン計画担当課長 まちづくり連絡会

で、災害についてのお話をいただいております。

内容は、有事の際に、やはりその周辺の区民の方

が避難所として利用できるような扱い、協力して

ほしいということで御意見いただいております。 

○たがた直昭委員 これは当然、東京都なのですけ

れども、前向きに大丈夫なのですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 東京都は、当日、

その建物の利用者である極楽湯も関係しますので、

なるべく貢献できるようにということで回答の方
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いただいてるところでございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。恐らく区も何ら

かの形で、出来た後に協定等々も是非結んでいた

だきたいのですけれども、やはり、たまたまこの

１１月４日と５日、協議会の前に、３日の日には

鹿浜地区で★★の運動会があったのですね。その

ときに皆さん、会長が集まった中で、雑談の中で、

こういう施設、やはりいざ有事のときには使える

ような形ということで、八潮の例を出されて、や

っぱり何かあったときはこういうところも使える

ようにということなのですけれども、改めてこの

辺、きちっと要望していただきたいのですが、い

かがでしょう。 

○エリアデザイン計画担当課長 江北給水所の上部

利用につきましては、極楽湯が決まってから様々

な要望をいただいているところでございます。そ

の中でも、災害時、有事の際というところも含め

て、水道局の方に要望の方をしていければと考え

ております。 

○たがた直昭委員 是非よろしくお願いしたいと思

います。 

  あと、上沼田東地区の方のまちづくり協議会の

中で、今、公園創出用地、これ今年度内というこ

となのですけれども、この辺の話は今どういう形

で進んでおりますか。 

○資産管理課長 今現在、公募を実施しているとい

うところで、地元にもお話させていただいている

状況でございます。事業者が決まり次第、当然議

会、地元に御説明させていただくというところを

御説明させていただきました。 

○たがた直昭委員 分かりました。是非皆さん楽し

みにしてますので、それなりの公募の方をよろし

くお願いしたいと思います。 

  あと、ちょうどこの上沼田東公園が出来て約１

年がたつかと思うのですけれども、野球場とかフ

ットサル場の稼働率が半分ぐらいと聞いてるので

すけれども、これについてはいかがですか。 

○パークイノベーション推進課長 確かに稼働率と

しては、特に野球なんか土日が中心のようなので

すけれども、ちょっとまだ少ないのかなという感

覚はございます。 

  あと、テニスコートの方に関しましては、平日

も含めて６０％、７０％近くは利用されているよ

うな形でしたので、その方は順調に利用されてい

るのかなと考えております。 

○たがた直昭委員 分かりました。フットサル場、

野球場、あれだけすばらしい施設ですので、まだ

５０％では寂しいと思いますので、積極的に周知

していただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

  あともう１点、旧江北小学校の跡地について、

せんだって、ある程度若干の活用方針が変更とい

うことでありましたけれども、これは文教施設と

しての活用の問合せがあったということで、もう

少し具体的にお願いしたいと思います。 

○資産管理課長 旧江北小学校の跡地活用につきま

しては、今、サウンディング型市場調査をやりま

すというところで御案内しているところでござい

ます。 

  今、事業者から何社かからお問合せいただいて

ますので、明日以降、実際ヒアリングをさせてい

ただいて、どういった活用を検討してるかという

ところを確認させていただくと、そういう状況で

ございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。あれだけの敷地

で広場、空間を利用していただいて、また更なる

避難確保、避難確保というのかな、その辺も検討

していただきたいのですけれども。 

  最後に、都営住宅との絡み、この辺はどういう

ふうな形で検討されておりますか。 
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○エリアデザイン計画担当課長 現時点で、特に都

営住宅の敷地をどうのというような考えはござい

ません。 

○たがた直昭委員 ということは、建て替えという

かいうか★★なる場合は、連携せずに、区は区、

都は都でということで今後進めていくということ

で考えてますか。 

○エリアデザイン計画担当課長 今のところ、連携

して何か一帯として活用するとか、そういった方

向では考えていない状況です。 

○都市建設部長 若干補足させていただきます。 

  都営住宅の用地なのですが、正直申し上げると、

あのままでなかなか建て替えは難しい状況かと思

います。今後ヒアリング、今回サウンディング調

査を行いながら、例えばですけれども、その南側

の江北都営住宅の用地も一体として活用するよう

な提案があったりとか、何か資するものであれば、

それは前向きに。基本的に、東京都は売却をした

いといいますか処分したいという意向であります

ので、その辺★★で考えていきたいと思います。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はございますか。 

○小林ともよ委員 綾瀬エリアの北綾瀬ゾーンのし

ょうぶ沼公園の活用について伺います。 

  キッチンカーが出店する予定のこの場所は、今

あまり遊具などがない場所で、以前は噴水があっ

たそうですけれども、なくしたら子どもが遊びや

すくなったという地域の声があるということで、

事前にまちづくり担当課長からやり取りで聞いて

おります。キッチンカーをやっぱり常時出店する

ことになると、遊ぶ場所というよりも食べる場所

に広場が変わってしまうという懸念があると思う

のですね。遊ぶ場所は遊ぶ場所として、伸び伸び

と子どもが遊べる場所にしておくべきと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○まちづくり課長 キッチンカーも、その広場の全

部ではなくて、一部分を置く予定をしております。 

  また、今、小林委員おっしゃるように、そうい

う御懸念の声もあるかと思いますので、そういっ

た声も伺ってまいりたいということで考えてござ

います。 

○小林ともよ委員 今、足立区では、公園などにも

噴水型の★★施設など、様々なところで造られよ

うとしている中で、やっぱりこういった要望が上

がったときに、キッチンカー置いてあったり食べ

る場所となってると、こういった要望も聞けなく

なってしまっていると思うのですね。この地域の

何か要望などもきちんと聞いた上で、安易にＰａ

ｒｋ－ＰＦＩ手法を持ち込む必要はないと思うの

ですが、いかがですか。 

○都市建設部長 基本的なエリアデザインの考え方

で、やはりこのしょうぶ沼公園を利活用して地域

のにぎわいを創出するという、これはエリアデザ

インの項目の一つにありました。また、さきの今

年の予算委員会でも岡田委員から御質問ありまし

たとおり、当然公園を利活用して、一連の回遊性

を持たせるべきでないかという御質問いただいた、

その一環で今回の取組をしております。常時やろ

うということではなくて、やはりにぎわいを創出

するための一つの手段として取り組んでおります

ので、公園の利用が制限されるというのは本末転

倒でございますので、そこは注意してやりたいと

思います。 

○小林ともよ委員 是非その辺は、公園は公園とし

て使えるようにしていただきたいと思います。 

  あと、次に補助第１３８号線について伺いたい

と思います。 

  今回報告に出ている補助第１３８号線は、本来

であれば建設委員会の方で報告すべき事案だとは

思うのですが、いかがでしょうか。 

○道路整備課長 補助第１３８号線の興野地区は、
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今回いきなりエリアデザイン出したわけではなく

て、２年前ぐらいの用地測量のときからエリアデ

ザインで出しております。 

  また、都市基盤整備においては、例えば北綾瀬

ですとか西新井の西口も、当委員会、エリアデザ

インの方に報告させていただいて、建設委員会の

方では報告してないという立て付けでやっており

ますので、基本的にはこの流れでやりたいなとい

うふうに考えております。 

○都市建設部長 若干補足でございます。こちら江

北のエリアデザイン計画の中で、この補助第１３

８号線は、東京女子医大への緊急輸送道路という

観点から一体として整備することが計画上なって

おります。その関係で、エリアデザインの特別委

員会に、こちら報告させていただいてるところで

す。 

○小林ともよ委員 ただ、尾久橋通りより西側の補

助第１３８号は、建設委員会で報告されてきた事

案だったと思うのですね。江北エリアではないわ

けですよ、興野地域というのは。江北エリアでも

ないのに、無理やりこの江北エリアに入れ込んで

くるというのはおかしいということなのですね。 

  地域の方たちにかつてアンケートを行ったとき

にも、反対の意見が多く寄せられて、それを受け

て、まちづくり連絡会も慎重にと要望した経緯も

あります。そんなに急いで進めるような事業では

ないと思いますが、いかがですか。 

○道路整備課長 まず、江北地区ですか、尾久橋通

りより西側の方は建設委員会という話でしたけれ

ども、一応すみません、先ほどのお話で、過去に

区議会事務局の方とも調整させていただいて、建

築の条例を制定するというのが建設委員会の方で

所管事項になってるので、そういった事項は建設

委員会の方に御報告して、基本的にエリアデザイ

ン計画の中に入っている都市基盤に関してはエリ

アデザイン委員会で報告するという役割分担でや

ってたので、そこからはずれてない話ですので、

問題ないのかというふうに考えております。 

  またもう１点、急いでやる必要がないという点

に関しましても、今回、東京女子医大までのアク

セスの向上と、あとは江北バス通りの負荷軽減、

あとは、ここ地域危険度が高いので、その地域危

険度の解消、この３点を目的に、やはり早急に取

り組む必要があるということで、地域の方にも丁

寧に説明して進めておりますので、鋭意進めてい

きたいというふうに考えております。 

○小林ともよ委員 そういったことを言っておりま

すけれども、関原地区など、やっぱり大きな違い

というのは、道路現況が全くないということと、

地権者がすごく多くて、住民からの要望ではない

ということもあると思うのですね。出来上がるの

は都道であって、区道でないにもかかわらず、東

京都に先駆けて区施行で進める姿勢というのは、

ほかの自治体と比べても異状です。急いで進める

べきではないと思いますし、建設委員会でも報告

すべきと思いますが、いかがでしょうか。 

○都市建設部長 この話の本質は、きちんと丁寧に

説明しながら、地域の方の御理解を得ながらやる

ということが本質だと思います。建設委員会に報

告した方がいいのではないかというのは私ども執

行機関だけで決める話ではございませんので、区

議会事務局と改めて相談させていただきます。 

○小林ともよ委員 建設委員会の方にも是非報告し

ていただきたいと思います。 

  次に、梅田八丁目複合施設について伺います。 

  私もワークショップ傍聴させていただきました。

様々な年代の方が話し合って意見を交換するとい

うのは非常にいいことだと思いました。ここには、

ただＮＰＯ関係者はいなかったように思いますが、

いかがでしたでしょうか。 
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○中央図書館長 小林委員におかれましては、ワー

クショップ見学にお越しいただきまして誠にあり

がとうございました。 

  今回、ＮＰＯ団体の方という位置づけでＮＰＯ

団体の方が参加はしてはおりません。 

○小林ともよ委員 以前、ＮＰＯ団体との聞き取り

の中で、活動場所の確保というのはこれで十分だ

ということで、もう理解を得ているのかどうか。

あと、トイレの数も、障がい者の方から十分に数

を確保してほしいなどの要望が出ていますけれど

も、そういったことを加味したこれから設計にな

っていくのかどうか伺いたいと思います。 

○中央図書館長 基本的には、いただいた御意見は

加味しながら設計の方は進めております。まず、

ＮＰＯ団体につきましては、今回ワークショップ

には御参加いただいておりませんが、令和７年２

月の区民委員会でも御報告さしあげましたとおり、

全団体に対してアンケート調査の方を実施いたし

まして、広くお声をいただいているところです。 

  また、トイレに関する障がい者の方の御意見に

つきましては、どちらかといいますと、数を増や

してほしいというよりは、障がい者の方が、例え

ば介助者と一緒にでも使えるような形で広くして

ほしいですとか、そういうバリアフリーの観点で

の御意見をいただいておりますので、きちんと反

映するような形で今設計の方は進めております。 

○小林ともよ委員 私がちょっと聞き取った中では、

数もきちんと確保してほしいという。やっぱり一

つ使われてるともう使えなくなってしまうという

ことだと困るということで、外のトイレもなくし

ていくという方向ですから、きちんとトイレの数

も加味していただきたいと思うのですね。やっぱ

り外のトイレ、亀田トレイン公園のトイレもなく

さないでほしいという声が私の下に届いておりま

すので、それも再度検討していくべきと思います

が、いかがでしょうか。 

○中央図書館長 まず、大変失礼いたしました、補

足させていただきます。もちろん障がい者の方が

使えるバリアフリートイレ、こちら数の方もしっ

かり充足するような形で検討はしております。 

  あと、亀田トレイン公園のトイレにつきまして

は、こちら当委員会ですとか区民委員会でも繰り

返し御答弁させていただいておりますとおり、

様々な御意見があるということは認識はしてござ

います。ただ、今回全体の方針の中で、ほかにも

施設ですとか、梅田亀田トレイン公園のトイレも

新しくするということでいいますと、亀田トレイ

ン公園のトイレについては、現在のところなくす

方向で検討しております。ただ、地域の方等には、

引き続き丁寧に御説明の方は進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○小林ともよ委員 健常の普通の大人であれば、同

じ場所に３か所トイレ必要ないのではないかとい

う議論になるかと思うのですけれども、公園のト

イレというのは、子どもや高齢者や障がい者の方

が使う場所でもありますので、そういった方から

すると、同じ場所にあるという感覚にはならない

と思うのですね。全部別々の場所にあると。やっ

ぱり足立区は今までも、公園にも喫煙所など数千

万円使って造ってきた経緯もあります。トイレに

お金を掛けないというのは、理由にもならないと

思います。そして、災害時にもトイレは多ければ

多いほど安心ですので、この点からも再度検討し

ていただければと思います。 

  それと、竹ノ塚駅東口交通広場の整備について

ですが、まだＵＲが全体像を示していない中で住

民説明会を開いて意見を聞いていくということだ

と思うのですけれども、住民の意見を丁寧に聞き

取って、それを生かせるようにしていくべきで、

広場に関しては、植栽とかではなく第五公園の代
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替となるような、面積もきちんと確保できるよう

にすべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○まちづくり課長 以前にも御答弁させていただい

たところでございますけれども、駅前交通広場に

は環境空地、人が集まれるような空地を取ってい

きたいということで整備を考えていきたいと思っ

ております。そのためにも、地域の方、いろいろ

な御意見を伺いたいということで、説明会を開催

させていただくというところでございます。 

○小林ともよ委員 是非その観点を忘れずに、整備

の条件として入れていっていただきたいと思うの

ですね。 

  あと、３２ページの４番ですけれども、今度竹

の塚で、あやセンターぐるぐるの１０代から３０

代の若い若年層をターゲットに絞ったことを、ト

レーラーハウスを利用して行うということになっ

ていると思います。区が直営で行うというのはと

てもいいことだと思うのですね。若者のやりたい

を応援していくことが目的だと思います。子ども

の権利でもある意見表明権を是非大事にして、意

見を尊重して、目に見える形で具体化する後押し

をしていくものにすべきと思っておりますが、い

かがでしょうか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 新しい竹の塚の拠点に

関しては、主なターゲットを若者にしております。

若者の意見は、まず日常のコミュニケーション取

りながら聞いていきたいとは考えておりますので、

その聞いた意見をどのように反映させていくかと

いうのも、若者と一緒に決めていきたいと考えて

おります。 

○小林ともよ委員 せっかくこれから竹の塚のまち

が変わろうとしていく中で、行く行くはまちづく

りにもこういった方々が参加できるようになると

いいなと思ってるのですね。 

  新城市というところでは、若者の意見を取り入

れる取組を先進的に行ってきているところなので

すけれども、ここでは、ＫＰＩ評価基準に、住民

参加への取組の満足度ですとか、住民自治の活性

化の満足度、若者が活躍できるまち実現事業の満

足度、満足度が結構ＫＰＩとして取り上げられて

いるのです。 

  今回このＫＰＩ、こちらを見ると、来場者数と

かイベント開催数とか、そういった数値が基準値

になっていると思うのですけれども、やっぱりこ

の関わってきた若者たちの満足度というのもＫＰ

Ｉの中に入れていく必要があると思うのですが、

いかがですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 こちらのＫＰＩは、施

設オープンということで、まずは来てもらうとい

うことを重点にＫＰＩを設定しております。満足

度につきましては、運営を続けていく中で出して

いきたいなと考えています。 

○小林ともよ委員 是非、なかなか関われない若者

が関わってきてくれたというところでは、こうい

った若者を大事にして、まちでもこれから活躍し

ていただけるような人材にしていただきたいとい

うか、満足度が高ければ、やっぱりまちも好きに

なると思いますので、よろしくお願いします。 

  次、千住エリアについて伺います。 

  今回、千住大川端の再開発に伴って、人口増が

どれだけ周辺道路や駅利用に影響が出るのか、現

状の交通量調査の結果が報告されております。今

回の調査で、牛田駅の北側から約３０％の方が利

用しているという実態が明らかになりました。そ

れと、両駅ともに、朝ラッシュ時に階段、エレベ

ーター付近に滞留が目立つということも今報告さ

れています。 

  牛田駅の北千住方面行きのホームにおいては、

階段付近で列車を待つ利用客も見られるというこ

とですが、区と東武鉄道とのＱ＆Ａ、５０ページ
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の（イ）にもありますけれども、牛田駅の踏切を

渡らずに済むように、南北連絡通路や、牛田駅の

北口の改札などの設置については東武も協力した

いと今言っているということで、南北連絡通路に

ついて過去の議事録を調べましたら、技術的には

可能、特殊な技術が必要だということは書いてあ

りましたけれども、予算の問題でこれまで前進し

てこなかったという経緯があると思いますが、い

かがですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 予算の関係という

よりも、地元の御意見にどう対応していこうかと

いうようなところからありまして、東武鉄道のこ

の踏切については課題があるということで、千住

大川端の開発より以前から、東武鉄道とは勉強会、

情報交換をしているところで、その中で、どうい

うふうに北側と南側の連絡をしていこうかという

ところは課題として捉えておりました。上を越す

のか下を越すのかというようなところの中で、北

側のマンションを建てるときに、上から越せるの

ではないかと話ありましたけれども、御高齢の方

がたくさんいらっしゃったりして、上だと、鉄道

を越えていくとかなり高さが高いので、段差も増

えてしまうので厳しいという御意見もあって、で

は地下の方でどうかということで検討してきたと

いうような経緯がございます。地下には何が埋ま

ってるのか分からないので、より具体的な検討と

いうのが進めてこられなかったというふうに認識

してるのですけれども、そこら辺もちょっと改め

て調べながら、深掘りをしていければというふう

に考えてございます。 

○小林ともよ委員 私、議事録確認したところ、地

下、何か調べたというような議事録が出てきてい

ますので、その辺もきちんと再度洗い直して、で

きるところからもう１回やり直すということでは

なくて、そういった調査結果などあれば、そこか

らスタートするというようなやり方で、早く、も

う長年の地域の方の要求で、今東武も協力すると

いう発言もしてますので、この機を捉えて、この

地域の要求を前進させていくべきと思いますが、

いかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 小林委員おっしゃ

るとおり、過去に地下を検討したという経緯もご

ざいまして、多少資料も残っているところです。 

  現在、こちらの方では、牛田・関谷の周辺のま

ちづくりということで、別にコンサルティング業

務委託をして調査をしているところですので、そ

こと協力をして、過去の経緯ですとか資料も参考

に、改めて検討を深めていければというふうに思

います。 

○小林ともよ委員 今が実行のチャンスだと思いま

すので、よろしくお願いします。 

  東口の再開発について伺います。 

  住民説明会に参加いたしました。質問者の中に、

地権者で営業もしている方が、工事中の生活どう

なるのかという質問されてました。もちろん、仮

店舗など保障していくことになると思うのですけ

れども、正にその再開発の影響を受ける当事者で

すよね、地権者なので。そういった方が、いまだ

に基本的な情報が届いていないということだった

と思うのですが、このような方がほかにもいるの

ではないかと思うのですが、その点区はどのぐら

い把握しているのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 地権者個々に区と

しては対応しておりませんので、どのような状況

かというのは詳しくは分かっておりませんけれど

も、説明会の中でそういう方がいらっしゃったと

いうことなので、準備組合の方には、より丁寧に

しっかりと地権者の方に説明するようにというこ

とで伝えてまいりたいと考えております。 

○小林ともよ委員 それと、このとき、工事期間中
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どうなるのかという質問だったのですけれども、

再開発後も全く同じ条件で営業できるとは限らな

いということも、もちろん知らせる必要があると

思うのですね。保証費などは都市計画決定がされ

た後でないと明らかにならない仕組みであること

など、本当にどういう流れでこの市街地再開発事

業というのが進んでいくのかというのを、きちん

と説明していく必要があると思うのですけれども、

いまだにこういった方がいるという中で、やっぱ

り次の１６条に基づく説明会に進むというのは早

いかなと思うのです。 

  質問の１で、銭湯をどうするのか質問があった

際に、準備組合はその地権者と協議中と言ってい

て、区も残してほしいと答弁してるのですが、残

せる可能性というのはあるのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 私が可能性がどう

こうというのを述べる立場にはないのかなと思っ

ておりまして、要は、権利者としていらっしゃる

方がそれを残したいと思っているのかどうかとい

うところと、再開発の中でそれがしっかり組み立

てられるのかどうかというところなのかと考えて

おります。 

○小林ともよ委員 いろいろなことがまだ決まって

いないというか、地権者の中で納得が得られてい

ないというところなのだと思うのですね。 

  東口の再開発に関しては、質問の後、それ以前

に道路整備の話があり協力したが、急に再開発に

移行となったという質問がありましたけれども、

近隣住民への説明が不十分で、計画を見直すべき

ではないかという質問がありました。区は１０

０％の同意が得られなかったから、準備組合から

出てきたこの再開発事業に切り替えたということ

だと思うのですけれども、以前の計画は、１００％

の同意まであと１件だったと聞いておりますが、

そのとおりでよろしかったでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 当時の担当からは、

そのように聞いてございます。 

○小林ともよ委員 区も努力されてきたかと思うの

です。あと１件がどうしても説得できなかったと

いうことなのですけれども、やっぱり道路際の地

権者だけではなく、それが説得できなかったがた

めに、６０人もの地権者を巻き込むことになって

しまって、今この再開発に反対している方々とい

うのは、やっぱり区が説得できなかったために、

自分たちはこういう思いをしているという怒りを

持っているのですね。この点に関して、区はどう

考えているのでしょうか。 

○勝田副区長 私、当時担当で地権者交渉をしてお

りました１人ですので答弁をさせていただきます

が、反対の方１名ということですけれども、★★

の区画整理事業をやることに関しては、御同意を

いただけなかった方はお一人ですけれども、最終

的に、生活再建も含めた事業の合意については全

員と、残りの方全てと合意形成に至っているわけ

ではございません。様々、生活再建の策も含めて

協議をしていく中で、なかなか最終的な合意形成

には至っていなかったというふうに認識しており

ます。 

○小林ともよ委員 それで、今でも６０人地権者が

いる中で、まだ合意というのは７８％程度と聞い

てますけれども、ということは、１２名ほどの地

権者は、まだ合意に至っていないということでよ

ろしいでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 準備組合からは、

そのようなパーセンテージで、今同意を取れてる

というふうに聞いてございます。 

○小林ともよ委員 同意を取れてるではなくて、同

意を取れていない方は、地権者数もまだ本当の正

しい数字つかんでいないということでもあるので

すけれども。とおっしゃってましたよね、大竹部
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長。 

○千住地区まちづくり担当部長 現状で、登記簿で

すとかそういうものを使って調べて、該当する権

利者さんを洗い出しているところというふうに聞

いてございますけれども、実際、登記をしていな

いのに権利を持ってる方というのもいろいろなと

ころにいらっしゃるようで、そういう意味で確定

はできないというふうに聞いてございます。 

○小林ともよ委員 今、そういうやっぱりまだ段階

なわけですよね。全ての地権者に連絡も行き渡っ

ていないし、分かっていない地権者もまだまだい

るという中で、強引に都市計画法第１６条に基づ

く説明会を区が進んでやろうとしてるということ

は問題だと思うのですね。まだやる段階ではない

と思うのですが、いかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 ちょっと逆の解釈

をさせていただきますけれども、都市計画決定を

した後に事業計画を作成して、その後に権利変換

計画をつくっていくということですので、実際に

皆様の不安に応えるような細かな内容というのは、

段階を踏んでいかないとなかなか出てこないもの

ですので、都市計画の決定をして、これから事業

を進めていく中でそこら辺を明らかにしていきた

いというところと、権利者につきましても、都市

計画決定をした後に、その権利をお持ちの方につ

いては申出をしていただく期間というのが法的に

設けることになっておりますので、そういう法的

な手続をしないとなかなか洗い出せないというと

ころもあるので、１歩進んでそういう手続をして

いきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○小林ともよ委員 都市計画決定、これされてしま

うと、もう本当にどんどんと進んでしまうという

ところで、そういった状況もこの地権者の方たち、

分かってないわけですよね。なので、これは拙速

に第１６条に基づく説明会、進んでやるというこ

とに対しては踏みとどまってほしいと、やるべき

ではないと申し上げて終わります。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありますか。 

○へんみ圭二委員 しょうぶ沼公園は多分、私はも

うちっちゃいときから毎日遊びに行ってましたし、

多分この中で一番しょうぶ沼公園使ってるのでは

ないかなと思います。昔、本当に噴水があって、

私がちっちゃい頃には水が出てたのですけれども、

２０年以上前から壊れて水が出なくなって、その

噴水を撤去したことで本当に遊びやすくなったの

です。 

  しょうぶ沼公園の噴水撤去する際にも、地元の

意見としても少しあったのは、あそこ実は区内で

も珍しくて滝もあって、小川が流れていて、子ど

もたちがそこで水遊びができるという空間もあり

ますから、そこでいろいろキッチンカーでやった

からといって、今後水遊びができなくなるではな

いかという意見はあまり出にくいのかなという気

はしています。 

  ただ、キッチンカーで時々イベントやるという

のも、すごく私はいいと思うのですが、子どもた

ちが走り回ってますから、そこの安全性というの

はしっかり確保しなきゃいけないかなと思うので

すが、その警備体制などはどうなのですか。 

○まちづくり課長 コンサル委託も含めて、職員も

含めて、何ていうのでしょう、遊んでいる子ども

たちにあまり危険がないようにというところを配

慮しながら行っていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○へんみ圭二委員 是非、警備員なども配置して、

子どもたちが安全に遊べる環境というのは維持し

ていただきたいと思います。 

  それから、ぐるぐる博の北綾瀬のことについて

も、先ほどポスター、もう少し貼ってもいいので
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はないかというお話もありました。それも、先ほ

どのぐるぐるのＫＩＯＳＫと同じですけれども、

もう少し町会の皆さんに、例えば掲示板とか回覧

板で協力してもらったりとか、近隣の小・中学校

とか幼稚園、保育園に働きかけをするという、そ

のあたりについてはどうなのですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 ぐるぐる博ｉｎ来た！

アヤセにつきましては、町会長の方に郵送でリー

フレットの送付はさせていただきました。小学校

に関しては、Ｃ４ｔｈ、アプリを使って情報発信

してまいります。 

○へんみ圭二委員 町会長だけではなくて、広く皆

さんに分かってもらえるように、掲示板の協力を

いただいたりとか、あとはＣ４ｔｈだけではなく

て幼稚園とか保育園なども周知したらどうですか

というあたりなのですが、いかがですか。 

○ＳＤＧｓ・協創推進課長 大変失礼いたしました。

掲示板の活用や、幼稚園とか保育園にもアプリが

ございますので、そちらでも情報発信できるよう

にしていきます。 

○へんみ圭二委員 お願いします。 

  六町駅の区有地の活用についてなのですが、前

回もいろいろとお聞きしましたが、もう少しお聞

きしたいなというのが、区として実害がなかった

とか、損害がなかったという説明をされているの

ですけれども、今回の事業中止に伴って、暫定駐

輪場を整備するための工事費とか設計費だけでは

なくて、例えばその事務に要した職員の作業時間

ですとか、住民説明会を開催するための手間や労

力が掛かってますし、それから事業が数年遅れた

ことによる機会損失ですとか、いろいろなことを、

地域の利便性や収益の遅延などというのもありま

すから、本来であれば、損失というのはそういっ

たものも項目として算定すべきであると思うので

すが、そのあたりについては、実際に金額の算定

はしているのでしょうか。 

○資産管理課長 そこまでの算出はしておりません。

そこにつきましては、ただ、東神開発も足立区も、

この事業について同じぐらい時間も労力も掛けて

いるという認識ですけれども、それ以上に、東神

開発は、今回工事費が高騰したことによってすぐ

に撤退という判断ではなくて、なるべく事業を続

けていく、そういった努力を、汗をしっかりかい

ているということを考えれば、東神開発さんの方

が労務費等は掛かっているのではないかという認

識でございます。 

○へんみ圭二委員 ただ、とはいえ、それが撤退に

なってしまったことによって、区民の皆さんへの

莫大な影響というのを考えると、東神開発の方が

損害を負っているというのは、私は説明としては

不適切だと思いますし、そうしたこの事業中心に

よって生じた費用ですとか、これまでに掛かって

いるコストというのは、しっかり区として算定を

すべきではないのですか。 

○資産管理課長 へんみ委員おっしゃるところあり

ますので、どれぐらい実際人件費が掛かったかと

いうところも確認していきたいと思います。 

○へんみ圭二委員 是非確認していただきたいと申

し上げると同時に、その費用に現れない莫大な影

響というのもあるということを考えた上で、区と

しての判断をすべきだったのではないかなと思い

ます。 

  弁護士へも相談したということなのですが、こ

の弁護士に相談というのは、法的に見て損害賠償

を請求できるかどうかとか、訴訟になった場合の

リスク、見通しがどうかという、その相談だけだ

ったのか。それとも、区そして区民の財産を守る

という立場から請求をすべきかどうかという判断

も含めて相談をしてるのでしょうか。 

○資産管理課長 弁護士への相談につきましては、
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総合的に考えて、この案件について東神開発に損

害賠償請求するべきかどうかという意味で御相談

させていただきました。 

○へんみ圭二委員 区民の利益を最大化するために

はどうするかということで相談をされたというこ

となのかなと思うのですが、それについては、例

えば口頭のみでの答えなのか、文書としてしっか

り残っているのか、あと、どういった弁護士さん

に相談されたというのは公表できるのでしょうか。 

○資産管理課長 弁護士事務所に行って基本的には

やり取りをさせていただいてます。公表できるか

どうかと、させていただくかどうかにつきまして

は、基本的にはもう資産管理課の顧問弁護士の方

とさせていただいてますので、公表はできるとい

う認識でございます。 

○へんみ圭二委員 文書が残っていないけれども、

内容については、公表はできるということになる

のですか。 

○資産管理課長 弁護士の方から、例えばですけれ

ども、判こついた正式な文書を頂いているという

わけではなくて、あくまでも議事要旨という形で、

弁護士とのやり取りについての記録をつくってい

る、そういう状況でございます。 

○へんみ圭二委員 分かりました。 

  今回のこの公募の公平性という観点からなので

すけれども、複数の事業者、確か４事業者でした

かね、公募をして、その中で東神開発が選定され

たと。しかし、結果として選ばれた東神開発は、

途中で手を下ろしても何もペナルティーもないと

いうことになります。一方で、落選した事業者か

らすれば、もう本当に時間も労力も手間も掛けて

真摯に応募をしてきたにもかかわらず落選をして

しまっている。これでは、真面目に実現可能性を

考えて提案している事業者が馬鹿を見るような仕

組みになってしまってるのではないかなと思いま

すが、そのあたりの公平性というのはいかがでし

ょうか。 

○資産活用部長 公募時には各４社さん、公平な応

募の仕方、考え方で整理をされているというふう

に考えております。第一交渉権者、いわゆる優先

交渉権者を東神開発に選ばせていただいた以降は、

他の方たちについては、業務から撤退というか、

作業の方は行っていないと。実は、先ほどの１億

何がしという数字については、応募するために掛

かった金額ではなくて、これまでに掛かった金額

ということで確認をさせていただいておりますの

で、優先交渉権者を決めた後に、いろいろな計画

を練る際、外部委託をしたりだとか、コンサルに

委託したりだとか、設計事務所に確認をしたりと

かという、そういう経費の積み重ねということで

ございますので、御質問いただいた４社の公平性

という部分については、段階を追って事業を進め

てきておりますので、公平性は保たれていると

我々は考えております。 

○へんみ圭二委員 東神開発もいろいろお金が掛か

っているという御説明もありましたけれども、た

だ、今回こういったものに対して何もペナルティ

ーを科さないということになりますと、区のどの

事業に対しても、手を挙げて選ばれた事業者が、

やっぱり採算合わないからやめますと手を下ろし

ても、何もそこで問うことができなくなるのでは

ないですか。 

○資産活用部長 今回の件につきましては、区も残

念である、断腸の思いであるという部分。東神開

発としては万策尽きたというような中で取り組ん

でいるところでございます。それは、決めてから

かなりの時間がたっているというところが、やっ

ぱりそれを判断する上での大きなファクターにな

ってきてるのかなというふうに思っております。 

  我々も今後、区有地については様々な活用を考
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えていく必要があると思っておりますので、六町

については、今回できるだけ総括みたいなものを

我々の方でさせていただいて、それを参考にしな

がら、次の事業につなげてまいりたいと考えてお

ります。 

○へんみ圭二委員 前回の委員会のときに、副区長

からも、東神開発の提案というのが２番手に比べ

ても断トツによかった。だから、また手を挙げて

もらいたいのだというお話もありました。ただ、

やはり先ほども言いましたけれども、実現できな

いような提案を、素晴らしかったと言っても実現

できていないわけですから、それは結局絵に描い

た餅であって、２番手、３番手の事業者からすれ

ば、実現可能性を真剣に考えた上で提案をしてい

るにもかかわらず、実現できなかった提案をもう

断トツによかったという評価をし続けるというの

は、それはやはり真摯に提案してきている事業者

に対していかがなものかというふうに思うのです

が、そのあたりは区としてはどのようにお考えで

すか。 

○工藤副区長 前回そのように発言申し上げました。

次点以降の事業者、もし最優先交渉権者が今みた

いに駄目になって、次点以降の事業者を繰り上げ

して、そちらの方と契約するかどうかというのは

区の判断になりますけれども、私ども今まで、ま

ず最優先交渉権者の東神開発が地元に行って説明

をして、その内容で地元の皆さんは非常に納得を

されて満足をされて、是非そういう施設を欲しい

という御意見を多くいただいています。その事業

者を、じゃあ駄目だからすぐに次点のところで行

きましょうというふうになるかといいますと、私

は、地元の思いを考えれば、やはり少し時間が掛

かっても、一からもう一度プロポを行って、今回

の優先交渉権者のような内容のものに近づけるよ

うな形で是非、私ども取り組んでいきたいという

判断をしました。 

  それと、区の判断が本当に損害賠償請求しなく

ていいのかどうかについては、今、へんみ委員の

方から、人件費とか事務費ですとか、そういうと

ころも改めてちょっと検証してみるべきだという

話がありましたので、それについて改めてやらせ

ていただきたいと思います。 

○へんみ圭二委員 併せて申し上げれば、これまで

この六町ということについて議会でも様々な議論

があって、そこについての時間というものも、今

まで話してきた内容が水泡に帰すわけですから、

それはもう金額に算定できないような大きな影響

であるというふうにも思いますし。 

  特定の例えば事業者だけを締めつけろというわ

けではないのですけれども、ただ、一区民の視点

として、途中でやめて何も責任を問われないのか

ということについて、区がどういう考えなのかな

というのがやっぱりよく分からなくて。例えば今

後の活用検討に当たっても、東神開発からどのよ

うな協力を具体的にしてもらうのかというところ

も、もう少ししっかりと教えていただきたい。例

えば、設計ノウハウの提供ですとか、マーケット

調査の共有とか、何か新しい事業の提案ですとか、

もう少ししっかりと見える形で、今後の協力関係

というのが見えてこないという部分については説

明いただきたいと思うのですが。 

○資産管理課長 東神開発の今後の協力の内容です

けれども、具体的にどういった協力というところ

まではありませんけれども、今考えている内容と

いたしましては、先ほど長井委員から御質問あっ

た内容ですけれども、改めて、どういう条件であ

れば次の公募に事業者が参加できるか、そういっ

たところをまずは確認していきたいと考えており

ます。 

  それと、すみません、へんみ委員から先ほど、
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どういった理由で東神開発が撤退して、そのペナ

ルティーがないかというお話ありましたけれども、

東神開発も、もともと撤退したくて撤退したわけ

ではなくて、あくまでも市況の変化、想定してい

なかった市況の変化があって、やむなく撤退した

というところがありますので、区としては、東神

開発の身勝手な撤退という認識ではないというと

ころを鑑みて、今回損害賠償請求はしないという

判断をしています。 

○へんみ圭二委員 だから結局そうなると、区のい

ろいろな事業に手を挙げたところが、やっぱりで

きないと手を下ろしたときにも、本当はやりたい

のだけれども、変化でできなかったからごめんな

さいと、幾らでも手を下げられちゃう状況ができ

てしまうと思うのですよね。そういう前例をつく

るというのは本当によくないと思いますし、その

ことについて、相手が真剣にやろうとしたけれど

もできなかったからしようがないという、本当に

それでいいのですか。 

○工藤副区長 相手の立場に立って物事を考えてい

いのかというのは、私もそれは疑問に思います。

当然、対等の立場で、仕様書に沿ってやっていく

というのは当然ですので、そういった意味で、ほ

かの自治体もかなり撤退してる事例が多くありま

すので、その辺ちょっと研究させていただくのと、

今回私どもの仕様の中で、本当に損害賠償できる

のかとのいうは、１度請求しないという判断しま

したけれども、先ほどお話したとおり、今まで掛

かってる経費の洗い出しをして、どうするかとい

うのは改めて御報告させていただきます。 

○へんみ圭二委員 もう少しで終わりますけれども、

やっぱりいつも事業者に対しては、少なくても、

何て言うのですか、民間事業者だから持ち得るよ

うな、区民に役立てるような、区の役に立つよう

な情報ですとか、そういったものを提供してもら

うということは確実に行うということが必要だと

思いますし、そのあたりについてお聞きしたいの

と、もっと言えば、そのあたりの確認をしないで

今回解約について合意をするというのは、そこは

しっかりと相手と話し合った上で、今回の協定書

の解消というのはすべきだったのではないですか。 

○資産管理課長 東神開発はあくまでも、今後の六

町の駅前区有地の活用について、どういう方向性

であればやっぱり民間事業者が足立区に対して有

効な提案をしていただけるか、そういったところ

も今後協力をいただきたいと考えておりますので、

そういった目線で、今後も対応していきたいと考

えております。 

○へんみ圭二委員 どういった情報をちゃんと提供

してもらえるように話合いができたのかというの

も、これからしっかりと議会に対しても報告して

いただきたいということです。 

  これ最後にしますけれども、今回のこの報告資

料２４ページの中に、地元説明会で引き続き東神

開発に検討してほしいですとか、再公募の際には

東神開発に参加してほしいという意見があるから、

引き続き協力を求めることになったということが

書かれているのですけれども、これ、その住民説

明会の８月のときのエリアデザインの報告だと、

東神開発は今後の事業からは撤退させるべきでは

ないかという意見もあるわけで、自分たちの、区

役所の皆さんの意見を補強するがために、この一

部の意見だけを報告書に載せているというのは、

これはおかしいのではないですか。 

○資産管理課長 へんみ委員おっしゃるとおり、東

神開発に何らかのペナルティーという御意見もあ

りました。そこにつきましては、今へんみ委員か

ら御質問いただいたとおり、東神開発がしっかり

汗をかいて対応したというところを考えていると

いうところと、あと、予想していなかった市況の
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変化とか、先ほど副区長からも答弁ありましたけ

れども、足立区だけではなく、他の自治体でも同

様に市況の変化で民間事業者が撤退している、そ

ういったことを鑑みて、東神開発はやむなく撤退

したというところを説明させていただいて御理解

をいただいたと、そういう状況でございますので、

区の都合のいい答弁だけを資料に載せているとい

う、そういう認識ではございません。 

○へんみ圭二委員 分かりました。ただ、最後に副

区長にお伺いしたいのですが、これ、別の反対意

見もあるのに、この一部の意見だけをこの報告書

へ載せている。しかも、議会では、前回の委員会

でいろいろな意見も出てるわけですよ。ただ、住

民説明会で、引き続き東神開発に協力してほしい

という意見があったからという報告の仕方という

のは、本当にこれで正しいと思われますか。これ

で最後にします。 

○工藤副区長 すみません。私、細かいところまで

地元説明会の内容を把握してなくて申し訳ありま

せんでしたけれども、私どもとしては、そういっ

た多くの意見があったということと、弁護士の意

見を踏まえて、今回の報告をさせていただきまし

た。今後とも、やっぱりそういった地域の皆様の

声ですとか、そういったものはきちっと御説明、

御報告できるようにさせていただきます。 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありますか。 

○吉岡茂委員 へんみ委員にたくさん言いたいなと

思ってたこと述べていただいて、非常に感謝して

おります。 

  土曜日の日に六町の方々を中心とした集まりが

ありまして、この件については当然触れないわけ

にはいけない話題になります。私の方としては、

何でなのという質問がやっぱり随分来ましたけれ

ども、これは正直に、前回委員会の報告のとおり、

弁護士と相談した結果、その事業者に責任を求め

るというようなことはしなくてもいいというよう

な弁護士の判断もあったようだし、それから４，

０００万円近くの駐輪場からの収入も見込まれる

というようなこともあるようで、今回は委員会の

報告ではそういう報告がありましたと。これ以上

お答えすることはできないという私の考え方で間

違いないですかね。 

○資産活用部長 吉岡委員おっしゃるとおりだと思

ってます。 

○吉岡茂委員 つまり、もうちょっと地域の人たち

の立場になった説明ができるような、そういう説

明をまず議会にもしてもらいたいなと思ってるの

ですよ。ですから、私はそのことについてあまり

触れるのはよそうかなとは思っていたのですが、

やはりそこで言われるのは、何でペナルティーを

科さないの。だから、へんみ委員がおっしゃると

おりのことが、ほぼ全員の人から言われてます。

これで、また次の計画が出てきて、それもまた途

中まで行って２年、３年待って、変更、変更、変

更となってきて、ようやく形が見えてきたと思っ

たらまた手下げちゃったら、これどうするのと、

こう言われちゃうともう答えられないですね。や

っぱりそういう事実があるということを、まず深

く認識してほしいなというふうに思います。 

  それから、１億５，１００万円とか、区の負担

分として７９８万円とかと数字さっき言われてお

りましたけども、それも、目に見える部分だけの

数字ではない部分は、やっぱりこれは、しっかり

数字として可視化してほしいと思います。そうで

はないと、あまりにも地域の皆さんへの説明をす

る我々も材料がなさすぎて、本当に何してきたの

という、こういうことで終わってしまいますので。 

  ですから、もう少し区の立場、執行機関の立場

になった答えの仕方もしたいなと。そうすること

によって、また地域の人たち、もうちょっとまた



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ３５  

 

気持ち切り替えてくれて、まちづくりに協力して

くれるのではないかという思いもあったりするか

ら、少しでも地域に伝わる、しみる説明したいと。

こういうことを強くこの件については要望したい

なというふうに思いますので、その辺は副区長ど

うですか。 

○工藤副区長 今、担当部長の方はなかなかこれ以

上資料を出すのは難しいお話でしたけれども、改

めて、どこまで出せるか、これから内部、そして

事業者の方からもヒアリングをするとともに、弁

護士とも改めて相談させていただいて、まずは議

会の方にもっと詳しい内容を報告できるかどうか、

それで進めさせていただければと思います。 

○吉岡茂委員 繰り返しになりますけれども、我々

は何も執行機関に対してクレームだけ言ってるわ

けではないのですよ。やっぱり一緒になってまち

づくりを進めてきたつもりでいるわけですから、

我々地域の人間としても。やっぱりそういう人た

ちに対しての、何ていうのでしょうかね、少しで

も遅れてしまったことへの誠意というか責任を感

じていただけるのであれば、私ももっとしっかり

とした説明を地元に向けて情報発信していきたい

と思ってますので、その辺についてはよろしくお

願いしたいなというふうに要望しておきます。 

  それから、もう１点、そういう会合の場所で、

ちょっとこれだと私の方はいい意味で、先週の土

曜日の会だったのですが、今度来週の土曜日、２

２日に、いこいの森が初公開されることが決まり

ましたよという。もともとここを所有されていた

方も来られておられたので、喜んでもらえると思

ってちょっと声高に言ってみたところ、ちょっと

あの様子は、私たちが住んで管理してたときの様

子と全く違う状態になっちゃってるということを

言われてしまいました。一体何を見せるために公

開するのと、こういうようなことなのですね。 

  どういうことかというと、私も何回か担当の方

にはお伝えしたと思いますけれども、もともと住

んでいた方々がやっぱり大事にしている樹木とい

うのがあったりして、これをやっぱり、どうせな

らば地域の人だとか、関心のある人たちに見てほ

しいのだという思いが、大変強い思いがあるので

すね。やっぱり、何を見てもらうのかというその

イメージが、元の持ち主の方も持ってますので、

私もこのことについては、担当の課長、部長にも

申し上げたつもりであったのですが、何ら手が加

えられてないという、そんな話を聞いたのですけ

れども、この件についてはどういうふうになって

いるのですか。 

○パークイノベーション推進課長 吉岡委員並びに

実際地権者、元地権者の方のお母様に当たります

か。それから庭先の植栽の管理とか、そこら辺が

うまくいってないという苦情といいますか、御注

意は受けております。それに関しては、従来、こ

う見せたかったというものに近づけるように、今

年はちょっと切ってしまった部分があって、なか

なか地権者にとってはみすぼらしいというイメー

ジがあったかもしれないのですけれども、来年度

はそうならないように管理はしていきたいと思っ

ております。 

  また、ちょっと確かに母屋の裏手の本当の樹林

の方に関しましても、なかなか手入れられなかっ

た事実もあります。実生で種で育った★★がわん

さか生えてしまっているとか、そういうところが

ありますので、そういったところも適宜、伐採す

るとこは伐採してきれいにしていきたいと思いま

す。 

  今回の、今度の土曜日に関しましては、実際今、

長年育てられてきましたというか、生き続けてき

た樹木に関して、今後も残していかなきゃいけな

いというような点を中心に見学会をさせていただ
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いたりとか、あと母屋の方も直接、耐震の関係で

中に入って何かというのはやりづらいのですけれ

ども、学芸員の方にも参加していただいて、どう

いった特徴がある建物なのかという点をも御説明

していければと考えております。 

○道路公園整備室長 ここの屋敷林と古民家ですけ

れども、六町周辺または足立区の貴重な財産とい

うところで、是非周囲の方々に少しでも知っても

らいたいという気持ちで今回のイベントを企画す

るところであります。ちょっと今年度、いろいろ

と旧地権者の方には樹木の等でお叱りを確かに受

けたりとかもしておりますので、来年度以降、し

っかり維持管理の方もさせていただいて、より周

知に徹底してまいりたいと思います。 

○吉岡茂委員 是非そうしてほしいのですよ。だっ

て、約１７０年守られてきた屋敷と屋敷林とうた

ってあるのが、ただ放置されてるものと思われた

くないわけですよ、やっぱり元の地権者の方だっ

て。その辺の気持ちも少し汲んでさしあげること

も必要なのかなと思いますし。 

  それから、こういうのが今度の土曜日あります

よと言っても、ほぼほぼ誰も知らなかった。だか

ら、周知が全くできてません。これどういうふう

に周知してますか、今。 

○パークイノベーション推進課長 こちらの方のチ

ラシに関しましては、町会を通じて周知をお願い

しているのと、あと、近隣の住民の方には直接ポ

スティングや、あと、六町の商店街でありますｒ

ｅｓｋさんなどにも協力依頼しまして、ｒｅｓｋ

さんのＳＮＳ等でも発信していただいたり、あと、

足立成和信金の花畑支店の方にもチラシ等を置か

せていただくような形で周知の方には努めてきた

つもりでおりますが、まだ不十分だった点に関し

ましては、今後もきちんと対応していきたいと考

えております。 

○吉岡茂委員 そういう意味では、六町の駅前区有

地のことで、我々も、もう本当に言葉適切かどう

か分かりませんが、赤恥かいてる部分があるので

すよ。ですから、せめてここにも書いてあります

けれども、今後の活用に向けたアンケートやヒア

リングもそのときに行うのだというようなことを

おっしゃるのであれば、考えているのであればな

おさらのこと、その辺をしっかりと深く理解いた

だいて、そして取り組んでほしいなというふうに

思います。そこが肝だと私は思っておりますので。 

  先ほど長井委員の方からも、子育てサロンの話

も出てきました。そうすると、こうやっていこい

の森が、昔からの六町の生活のスタイル、環境と

いうか様式が目で見て肌身で触れることができる

一方、まちづくりがどんどん進んでいく。それで、

こちらの施設については、駅を挟んだ東側になり

ます。西側には民間の方がやはり造られた六町ミ

ュージアムという美術館、いろいろな写真ですと

か絵画を展示できるような、そういう施設もあっ

たりするので、何となく雰囲気が、もともと田園

風景だった六町のイメージに合ってくるのかなと

いう、そういうイメージも湧きやすくなってくる

と思うのですね。 

  ですから、そういう意味で、せっかくこうやっ

て手を掛けて知恵を絞ってくれてやってくれてる

わけなので、それを本当にこれからやろうとして

いることを東神開発さんがどういうふうにするの

か知りませんし、誰がどういうふうな事業者が入

ってくるかも分かりませんけれども、こういうも

のも守って残していくものだということも含めて、

これは事業者にもしっかりと認識してもらうよう

に、執行機関の方からもちゃんとそういう情報提

供なり、そういった要望が地域からもあるという

ことを言ってもらえるかどうか。どうでしょう。 

○工藤副区長 六町の地域のよさとかそういったも
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のをやっぱり広く知っていただいて、そして事業

を行っていくというのは非常に重要ですので、こ

れからの、もし公募するときですとか、或いは清

水邸の公開のときなども、やっぱり六町のよさを

全体をアピールできるような形でできるのが一番

いいかなと思いますので、そういう形で検討して

いきたいと思います。 

○吉岡茂委員 くどく言いたくありませんから、も

うこれで終わりにしますけれども、なかなか事業

者の方々も、こういう芸術だとか文化は、お金を

生み出せる、そんなに物を売るとかそういうのと

比較したら、なかなか手を挙げにくい事業かもし

れないのだけれども、前にも前回のときに申し上

げましたけれども、もう北綾瀬もああやって整備

されて、竹の塚もああいうような状況できれいに

なっている中で、さあ、では六町に何ができるの

でしょうかと言ったときに、やっぱり今あるもの、

それから、何となく六町のイメージをしっかりと

つながるような、そういう発想も是非してほしい

なっていうふうに強く要望して質問を終わりたい

と思います。 

  以上です。 

○西の原ゆま委員長 何か質疑ありますか。 

［委員長、副委員長と交代］ 

○西の原ゆま委員 私から３点、短く質問したいと

思います。 

  江北エリアの、江北まちづくり連絡会と上沼田

東公園のまちづくり協議会がありました。この二

つの会に参加された方は、合計で１６名です。前

回の委員会で小林委員からも、まちづくり協議会

だけでなく、幅広い住民に向けた住民説明会を行

ってほしいと要望しました。都市建設部長の方か

ら、都の水道局と協議の上、どの程度で住民説明

会を開くかは調整すると答弁しています。その後

の進捗状況はどうか、広く地域住民の方に住民説

明会をしてほしいと思いますが、いかがですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 前回の委員会のお

話を受けまして、水道局の方には改めて、区の方

から住民説明会の実施に向けての確認を行ってお

ります。水道局の方の回答としましては、現時点

では、やはり広く説明会を行う予定はないという

ことで、ただ、事業者の方でも今後進めていくに

当たっては、何かしらの説明だとか地域への報告

というのはあるのではなかろうかという御意見は

いただいております。また、引き続き、区の方も

水道局に対して、地域、広く説明会、説明の方、

依頼の方をしていければと考えております。 

○西の原ゆま委員 この江北地域というのは、令和

４年に江北３施設の説明会を開いています。令和

６年にも江北エリアの３施設の説明会を定期的に

開いていて、体育館に集まって地域住民の意見、

質問に区も答えていただきました。是非東京都に

要望して、今まで行ってきたような３施設説明会

のような説明会を開くべきだと思います。要望し

たいと思います。 

  次なのですけれども、旧江北小学校跡地につい

て質問します。 

  この江北小学校は１５０年の歴史があるところ

で、江北小学校が解体されるとき、江北地域学習

センターで説明会が開かれました。そこに私も参

加したのですけれども、新しく来た子育て世代の

方、５０年以上住んでいる高齢者の方と、本当に

活発な議論ができました。江北小学校の卒業生が、

私も話を聞いたのですけれども、中・高生たちが

自由に集まれるような居場所のような、かつて西

新井にあった青年館のようなものがあったらいい

というふうにアイデアも出されていました。この

江北地域は、愛されている銭湯とか、特別養護老

人ホーム、個人経営のおそば屋さん、中華屋さん

もあります。是非地域住民に向けて意見交流をし
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て、アイデアを生かせるような場所開いてほしい

ですが、いかがですか。 

○エリアデザイン計画担当課長 旧江北小学校跡地

につきましては、今現在、民間事業者に活用の可

能性を確認するところでございます。その中で、

地域貢献というところも踏まえて、確認の方を行

っていければと考えております。 

○西の原ゆま委員 是非、地域の方に意見を聞いて、

アイデアを生かせるような場所を開いてほしいと

要望します。 

  最後に、千住大橋駅の周辺地域の説明会につい

て、地域の方々から、令和６年の１１月にサウン

ディング型の調査を行ったので、説明会を開くと

いうことで★★で行われました。その後、いつそ

の事業者が決まるのかとか、事業者が決まったの

か、そして地域住民に向けて説明会はいつなのか

と、ずっと待ち続けて１年以上たちました。やっ

とのことで、来年の１月に開催されるという報告

が今回のエリアデザインであります。地元の方も、

１年以上待ちに待って開かれてこなかったので、

意見もたくさん出てくると思います。まちづくり

についての考えもいろいろあると思います。是非

説明会の★★範囲もすごく広いですので、質疑応

答の時間十分に取って意見を聞いてほしいですが、

いかがですか。 

○千住地区まちづくり担当部長 なるべく多くの御

意見がいただけるように努めてまいりたいと思い

ます。 

○西の原ゆま委員 よろしくお願いします。 

［副委員長、委員長と交代］ 

○西の原ゆま委員長 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

 

           ◇           

  

○西の原ゆま委員長 次に、その他に移ります。 

  何か質疑等ありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○西の原ゆま委員長 質疑なしと認めます。 

  以上で、エリアデザイン調査特別委員会を閉会

いたします。 

午後３時５０分閉会 

 


